
 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530010
刑法第１８
５条の適用
除外

刑法第１８５条第１
８６条
１　賭博をした者
は，５０万円以下の
罰金又は科料に処
する
（刑法第１８５条）。
２　常習として賭博
をした者は，３年以
下の懲役に処する
（刑法第１８６条１
項）。
３　賭博場を開帳
し，又は博徒を結
合して利益を図っ
た者は，３月以上５
年以下の懲役に処
する（刑法第１８６
条第２項）。

カジノに係る行
為は，刑法第１
８５条・第１８６
条に規定する
罪の構成要件
に該当しうる行
為である。

Ｃ Ⅰ

Ｃ：特区として対応不可
地域再生として対応不可
刑法第１８５条及び第１８６条は，
社会の風俗を害する行為として規
定されているところ，刑罰法規の
基本法である刑法を改正して，日
本国内の特定の地域のみ適用を
排することはできないのみなら
ず，カジノのみを刑法第１８５条及
び第１８６条の構成要件から外す
こともできない。いずれかの省庁
において，カジノを法制化する法
律を立案することとなれば，その
内容について，法務省が個別に，
刑法上の違法性阻却事由該当制
に関する限り，当該省庁との協議
に応じる用意はある。

1033 10331010

・刑法185条の適用除外
（その施設のみ）
・公営競技とは異なる民間
主体のカジノ運営に関する
ルールの創設
・風俗営業法の営業時間
の特別措置
・風俗営業法の設備等に
関する規制の特別措置
・風俗営業法の遊技料金
や遊技機に関する規制の
特別措置
・風俗営業法の現金や有
価証券を商品化として提供
するのを禁止する特別措
置

カジノ・エンターテイメン
ト事業・ショービジネス
等の２４時間営業

株式会社エン
ターテイメント
ワールド沖縄

日本初、カジノも
含む総合エンター
テイメントリゾート
プロジェクト

0530020

刑法に規
定している
賭博罪等
の規制緩
和

刑法第１８５条第１
８６条
１　賭博をした者
は，５０万円以下の
罰金又は科料に処
する
（刑法第１８５条）。
２　常習として賭博
をした者は，３年以
下の懲役に処する
（刑法第１８６条１
項）。
３　賭博場を開帳
し，又は博徒を結
合して利益を図っ
た者は，３月以上５
年以下の懲役に処
する（刑法第１８６
条第２項）。

カジノに係る行
為は，刑法第１
８５条・第１８６
条に規定する
罪の構成要件
に該当しうる行
為である。

Ｃ Ⅰ

Ｃ：特区として対応不可
地域再生として対応不可
刑法第１８５条及び第１８６条は，
社会の風俗を害する行為として規
定されているところ，刑罰法規の
基本法である刑法を改正して，日
本国内の特定の地域のみ適用を
排することはできないのみなら
ず，カジノのみを刑法第１８５条及
び第１８６条の構成要件から外す
こともできない。いずれかの省庁
において，を法賭博・富くじを法制
化する法律を立案することとなれ
ば，その内容について，法務省が
個別に，刑法上の違法性阻却事
由該当制に関する限り，当該省
庁との協議に応じる用意はある。

1277 12771010

刑法３５条を適用し、 刑法
第185条-187条　2.風適法
の７号、８号営業等を緩和
し当該地域に事業の主な
る活動拠点としその事業を
行うためのサーバーを設
置をする。

サイバーゲーミング・ビ
ジネスの運営

株式会社東京
総合研究所、
日本ニュービ
ジネス協議会
連合会

災害認定地区復
興プロジェクト

0530030

民法の規
定における
樹木に関
する合理
化

民法第２３３条第１
項

隣地の竹木の
枝が境界線を
越えるときは、
その竹木の所
有者に、その枝
を切除するよう
請求することが
できる。

Ｃ Ⅰ

歩行者及び車両の通行に支障と
なる樹木の枝又は倒木が存在す
る場合のうち、樹木の枝等によっ
て道路の交通に支障が生じてい
るなど公益的な観点から緊急性
が認められる場合には、道路法
に基づき、道路管理者において除
去等の必要な措置をとることが可
能であると考えられる。このような
緊急性が認められない場合に
は、隣地所有者（町）は、枝の切
除請求（民法第２３３条第１項）や
倒木の除去請求に応じない樹木
の所有者を相手として、裁判所に
対し、その切除や除去を請求する
ことが可能である。この場合に、
裁判所の判断を介さずに町の判
断のみで切除や除去を行うことを
認めると、その程度・方法等をめ
ぐって新たな争いを生じさせること
になりかねないので、本要望を採
用するのは困難である。

　公共財産である道路への
倒木等に限り、民法第２３３
条第２項「隣地の竹木の根
が境界線を越えるときは、そ
の根を切り取ることができ
る」場合と同様に、障害とな
る樹木の迅速かつ簡素な手
続きでの撤去等が可能とな
らないか検討されたい。
　また、屋外広告物法第７条
第４項では、条例に違反した
広告物等について、容易に
移動等ができる状態のもの
で、管理されずに放置されて
いることが明らかであるとき
は、「自ら除却し、又はその
命じた者若しくは委任した者
に除却させることができる」と
あり、本提案についても、財
産的価値が比較的低く、除
去も容易な物件に限る等の
条件を付した上で、同等の措
置が可能とならないか、

軽井沢町は「国際観光文化都市の整備に関する財政上の措置等に関する法律」
及び「軽井沢国際親善文化観光都市建設法」により、良好な都市環境の形成を
図り、あわせて国際文化の交流に寄与することを目的に国際文化観光都市に指
定されており、文化観光施設の整備充実だけでなく、環境及び景観整備が最重
要課題となっている。提案で述べたとおり、別荘および町外者の所有する土地が
多い中、自然環境に配慮し、植栽や樹木の伐採制限をし、自主的な樹木の適正
管理について毎年周知及び請求しているが、樹木の成長速度に管理が追いつか
ず、樹高及び枝が伸び、葉が密生することで日光を遮断し、道路等の危険が増
すだけでなく、文化施設などの建物や本来あるべき自生植物にも悪影響が出て
おり、町中すべてが緊急を要する状況にあるといっても過言ではない。町外の所
有者が多いことから所有者の連絡先を特定できないこともあり、請求自体が難し
いことも樹木の適正管理を妨げる原因となっている。また、一般的基準でいうとこ
ろの緊急性とは異なり、成長する樹木の適正管理はその時期を逃すと危険度と
経費が跳ね上がり、裁判所を介して時間をかけて請求することで、かえって処理
を難しくしてしまうことがあるとともに、町全体を考える中で、町道ばかりでなく県
道・国道など、道路法で定める道路管理者の異なる場合においても町の判断で
処理できることが必要となる。「樹木の適正管理特区」は国際親善文化観光都市
としての軽井沢町において環境・景観を維持していく方策として不可欠であると考
える。

※参考　軽
井沢町世
帯数
7,703世帯
（平成17年
６月１日現
在）、別 荘
13,680戸
（平成17年
１月現在）、
会社寮
326戸（平
成17年１月
現在）、学
校寮  108
戸 （平成17
年１月現
在）
町内道路
総延長
475ｋｍ
（うち　国道
32ｋｍ
県道　　26
ｋｍ）

C I

道路への倒木等については、これによって道路の
交通に支障が生じているなど公益的な観点から緊
急性が認められる場合等には、道路法に基づき、道
路管理者において除去等の必要な措置をとることが
可能であると考えられるが、この点に関し、「提案主
体からの意見」にあるように道路管理者の異なる場
合にも対処できるようにする措置等が必要であると
すれば、道路法を所管する省庁において検討がな
されるべきである。
　道路の交通に対する支障等の公益的な観点から
の緊急性が認められない場合に、隣地所有者間に
おける私法上のルールとして、裁判所の判断を介さ
ずに一方当事者である町の判断のみで切除や除去
を行うことを認めることについては、その程度・方法
等をめぐって新たな争いを生じさせることになりかね
ないので、一次検討要請に対して回答したとおり、
採用することは困難である。なお、私法上のルール
においても、緊急性が認められる場合は、緊急事務
管理（民法６９８条）や緊急避難（同法７２０条）の規
定により、町は適法に切除や除去を行うことができ
るのであり、これにより、本要望の目的は達せられ
ると考えられる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

軽井沢町は通常の人口が２万人弱（夏期の人口
は別荘等の滞在者により約１０倍になると言われ
ている）、面積は１５６ｋ㎡で、浅間山等の国有地
を除いた８３ｋ㎡すべてを都市計画区域と位置づ
け、その中で土地利用制限のもっとも厳しい第１
種低層住居専用地域が６割強の５０ｋ㎡を占めて
います。しかしながら、これだけで、良好な自然環
境や景観が保持されてきたわけではありません。
都市計画法はある程度の規模の都市を基準に
想定されており、建築基準法は建築物の最低基
準を定めたものに過ぎません。基準を定めること
は当然必要なことではありますが、一律の基準だ
けで個性のあるまちづくりはできません。軽井沢
町は「軽井沢町の自然保護対策要綱」という町独
自の厳しい規制を設け、別荘建築主や開発業
者、不動産業者に対して協力を求め、永年に渡り
周知を図り、徹底することで辛うじて守って来られ
たものです。より良いまちづくりに向けての施策を
実施できるよう法律の制限緩和ができるのが構
造改革特区制度であり、住民あるいは事業者と
直接向き合う地方自治体にとってこの制度は、個
性ある地域づくりに向けての追い風になるものと
認識しております。

C I

私法上のルールとしての特例的措置を認めるこ
とが困難である点については、再検討要請に対
して回答したとおりである。なお、道路の管理や
環境・景観の保持という観点からの特例的措置
については、これを所管する省庁において検討
がなされるべきである。

1005 10051010

歩行者及び車両の通行に
支障となる樹木の枝並び
に倒木の処理を町の自主
判断により行う。

通行の妨げ、或いは危
険を及ぼす恐れのある
樹木に対する苦情や通
報を住民又は町内巡回
中に発見した場合に
は、速やかにその障害
となる樹木の剪定並び
に撤去を行い、住民福
祉の向上と生活環境の
保持に努める。

長野県軽井沢
町

樹木の適正管理
特区構想

右の提案主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答された
い。

道路法に規定されている特例的措置は所有者が
不明な場合に限られているものであることから、
早急な解決策を講じるためには是非とも特区とし
ての認可が必要であります。「樹木の適正管理特
区」は全国どこでも可能なものではなく、これまで
縷々ご説明申し上げましたとおり、軽井沢町だか
らこそ民法上の特区として適用されるべきものと
考えますのでご再考をお願いいたします。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530040

法務局が
行っている
法人登記
事務の一
部を市窓
口でも可能
にする規
制緩和

商業登記法第１条
の３，第４条，第７
条

すべての法人
登記に関する
事務は，登記
官により取り扱
われており，オ
ンラインによる
登記の申請及
び登記事項証
明書等の交付
請求も可能と
なっている。

Ｃ Ⅰ
商業登記法上，登記の事務につ
いては登記官が行う必要がある
ため。

　登記事務について、現行で
登記官が行うこととしている
趣旨及び登記官以外の者が
行うことができない理由につ
いて示されたい。
　また、地方公共団体の窓
口へ申請のあった証明書発
行の可否判断を、オンライン
上で登記官が行い、電子公
印等の手段を用いることによ
り、提案が実現できないか、
右の提案主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答された
い。

・登記事項証明書等の交付請求はオンラインによって可能となっているが、即座
に証明書を受け取ることができない。当市の提案内容は、法人印鑑登録証明書
や登記記載事項証明など、金沢地方法務局七尾支局へ足を運ばなくても、指定
された請求用紙を使用して、申請書を市役所からファクシミリで法務局七尾支局
へ送り、登記官が発行した証明書（電子公印押印）をまた市役所までファクシミリ
で返信し、プリンターで打ち出して申請者に交付するものである。待ち時間も少な
く、住民の利便性向上になる。この方法では市職員は交付請求書を取り次ぎ、証
明書を引き渡すのみで、登記事務は登記官が行うことに変わりがない。
（事務の流れ）
　
申請者➞市役所➞金沢地方法務局七尾支局➞市役所
（法人）申請　ﾌｧｸｼﾐﾘで申請　電子公印押印発行　　　ﾌﾟﾘﾝﾀ打出
　
➞   申請者へ交付

C Ⅰ

　登記は，会社等に関する重要事項について公簿
に記載し，公証する公権力の行使として厳正，公
正，中立に，かつ，全国一律の基準に従って行われ
なければならない。このような登記事務の処理能力
は，民法，商法等の民事基本法や登記法その他必
要な法令について研修を受け，日々の業務におい
て研鑽を積むことによって培われるものであることな
どの理由から，登記事務は登記所職員が取り扱うこ
ととされているものである。
　証明書の交付についても，証明書の内容によって
は，それを発行することができないものもあり（会社
の代表者の代表権に制限がある場合には，当然に
代表者事項証明書を発行することはできない。），そ
の発行の可否等を登記官が審査を行っていること
から，証明書それ自体を登記所職員が確認せずに
交付することはできない。
　また，登記所と市役所との間をファクシミリをもって
情報のやり取りをすることについては，セキュリティ
上データの改ざん，盗み見等の問題が容易に想起
されることから，その実現は困難である。

住民の利便性向上
のため、市町村の窓
口で証明書の交付
ができるような仕組
みについて貴省とし
ての考え方を示され
たい。具体的な取組
みがあれば併せて
示されたい。
また、右の提案主体
の意見も踏まえ、再
度検討し回答された
い。
加えて、検討する際
の課題となる事項に
ついて具体的に示さ
れたい。

法人登記事務の一部である登記証明書等の発
行である。
（法務省回答）
①証明書の発行内容によっては、それをできな
いものがある。
（市意見）　発行可能、不可の判断は、申請書を
ﾌｧｸｼﾐﾘで送信した時点で登記所職員が確認のう
え、不可の場合市窓口へ電話連絡願えれば良い
のではないか。
（法務省回答）
②申請書のﾌｧｸｼﾐﾘの送信におけるｾｷｭﾘﾃｨ上
ﾃﾞｰﾀの改ざん、盗み見等について
（市意見）　現在、本市では２箇所の郵便局で納
税証明書・住民票・印鑑登録証明書の発行につ
いて、ﾌｧｸｼﾐﾘ専用回線で申請書を受信、そして
発行は郵便局に設置したﾌﾟﾘﾝﾀｰで打ち出してお
り、危惧されるような事実は１度も生じていない。
申請書受信専用機を設置し、一旦ﾀﾞｲﾔﾙの設定
をすれば誤送信は防止できる。誤送信を防止で
きればﾌｧｸｼﾐﾘ利用は安全な手段と考えているが
「ﾌｧｸｼﾐﾘの利用によってﾃﾞｰﾀの改ざんや盗み見
が容易に想起できる」とは具体的にどれほどの危
険を指して言われるのか伺いたい。

C Ⅰ

１　登記情報システムに記録された登記情報を
基に作成される登記事項証明書の証明主体は
あくまで登記所の登記官であり，市町村において
は証明書の交付（及び請求書・登記印紙の収
受・管理）という事実行為を行うという整理をする
ことができれば，制度上は検討可能である。
２　ただし，羽咋市の提案は，申請書を市役所窓
口で受け付けて，その内容をファクシミリで登記
所に送信し，証明書作成のための操作は登記所
で行った上で，市役所に備え付けたファクシミリ
から証明書を出力して交付するというものである
が，これについては次のような問題があり，提案
の内容をそのまま実現することは困難である。
　①　印鑑証明書の交付請求に当たっては，法
人の代表者が保有する印鑑カードを提示させ，
その磁気情報を読み取って印鑑カードの内容を
確認する必要があるが，そのためには，窓口に
登記情報システムの端末が必要である。
　②　市役所のファクシミリから直接登記事項証
明書を出力することは，現在の登記情報システ
ムでは不可能であり，新たなシステム開発が必
要である。

1003 10031010

法務局で行っている法人
の登記証明書発行事務を
市役所窓口でも行えるよう
にする。

具体的には、郵便局の
窓口で市の証明書発行
事務を行っているのと同
様の遠隔発行の方法が
考えられる。羽咋市が
法務局七尾支局と委託
契約を交わし、オンライ
ンを利用し羽咋市にプリ
ンターを置き、法人の印
鑑登録証明書などを市
窓口で遠隔発行できる
ようにする。

石川県羽咋市
（仮）法人印鑑登
録証明書等発行
特区

３　ところで，本年６月２７日に，登記所適正配置
の実施により，松山地方法務局新居浜出張所を
同地方法務局西条支局に統合するのと併せて，
愛媛県新居浜市役所に登記情報システムの端
末を設置して登記事項証明書を発行する事務に
ついて試行を開始したところである。これは，廃
止された登記所が設置されていた市町村の市役
所等の一部を借り受けた上で，法務局がタッチ
パネル式の証明書発行請求機，サーバ，プリン
タ等を設置するとともに，職員を配置して，登記
事項証明書等を交付するサービスであり，現在，
証明書発行請求機等の運用コストの面，利用の
状況等について，把握に努めているところであ
る。
４　しかしながら，この証明書発行請求機等によ
る証明書の交付事務は，相当数の利用件数が
見込まれる場合でなければ，実施することが困
難である。すなわち，証明書の交付請求につい
ては，郵送やオンラインによる方法も可能である
のに，登記所の適正配置計画に基づいて統廃合
を実施したような登記所の利用が少なかった地
域に証明書発行請求機等を設置することは，現
時の財政事情や予算の効率的な執行の観点か
ら，問題がある。
しかも，登記事務は，受益者負担の考え方に基
づいて，登記特別会計法に基づく登記特別会計
によって運営されており，登記所の外に証明書
発行請求機等を設置して運用する場合には，そ
の費用に見合うだけの利用件数（手数料収入）
が見込まれるのでなければ手数料負担者の公
平に反することとなってしまう。

　　このように，証明書発行請求機等を利用した
証明書等の交付事務の展開については，一定
の基準を設けて行う必要があるが，３で述べたと
おり，試行の状況を把握して分析を行うのはこれ
からであり，現時点では，提案のあった自治体の
市役所等において交付事務の取扱いを実現する
ことができるかどうかはお答えすることが困難で
ある。
　　今後，少なくとも１年程度の運用状況を把握・
分析し，それを踏まえた交付事務に必要な機器
の性能の更なる改善等の開発・調達のコストな
ども勘案した上で，検討したいと考えている。



 05 法務省（再々検討要請の回答）
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ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530050

不動産登
記等証明
書の交付
事務の拡
大

不動産登記法第６
条第１項，第１１
条，第１１９条第１
項，不動産登記規
則第３１条，第１９
７条第１項，商業登
記法第１条の３，第
４条，第７条，商業
登記規則第２９条，
第３０条第３項

全ての不動産
登記等に関す
る事務は，登記
官により取り扱
われており，オ
ンラインによる
登記に申請及
び登記事項証
明書等の交付
も可能となって
いる。

Ｃ Ⅰ
不動産登記法等上，登記の事務
については登記官が行う必要が
あるため。

　証明書の交付事務につい
て、現行で登記官が行うこと
としている趣旨及び登記官
以外の者が行うことができな
い理由について示されたい。
　また、「市町村長の職印を
押印し証明書として交付す
る」こととした場合、何が問題
となるのか示されたい。
　加えて、右の提案主体の
意見に「現状では証明書の
請求は可能だが、証明書の
交付はオンラインで出来な
い」とあるが、これについて
事実関係を明らかにするとと
もに、再度検討し回答された
い。

貴省の回答によれば、「登記の事務については登記官が行う必要があるため」となって
いるが、当方の提案は法務局の統廃合により、地域住民や企業等が不便を生じられて
いる中で、各町も行政改革等で大変厳しい状況にはあるが、地域住民や企業などが良く
利用する証明書（数分で交付される証明書を遠い町になると片道2時間以上もかけて取
りに行く不便）を、法務局と町が連携を図りながら、登記官の他に指定された町長も証明
書を交付出来るようにすることで、これらの不便を少しでも解消したいのが目的である。
従って、登記事務等は法務局が従前のとおり行い、証明書の交付に当たってのみ町も
補完的に窓口事務として連携を図りながら書類等が整っていれば　その場で交付するこ
とを提案しており、これらの意見を踏まえて具体的に回答されたい。
また、貴省ではオンラインによる証明書の請求も可能としているが、交付請求はパソコン
を持っていることやインターネットを利用できることが前提であり、なお且つ当方の調べで
は法人登記の証明書と法人の印鑑証明書は合わせて利用することが多く、現実的に中
小企業等に聞き取りしても下記の現状分析にもあるように、利用しにくい制度と解釈して
いるが、このことによって当地域の利便性がどの程度向上するのかお示し願いたい。
更に、貴省では制度の現状説明について、オンラインによる登記の請求及び登記事項
証明書等の交付も可能としているが、現状では証明書の請求は可能だが、証明書の交
付はオンラインで出来ないため、郵送になると理解しているが事実を確認させていただき
たい。

Ｃ Ⅰ

１　登記事項証明書（以下「証明書」という。）の作
成・交付に当たっては，登記されている権利の内容
を判断し適正な証明書を作成しなければならず，不
動産登記法を始め関連法令を熟知している必要が
ある。このような能力を身に付けるためには，「不動
産登記制度」は他に類似する制度がないため，単な
る法令等の学習だけでは得られず，相応の登記実
務の経験が必要となる。
　　このように，登記事項証明書の作成・交付事務
は，適正な証明書を作成・交付しなければならない
ことから，登記官が行うこととされている。
２　証明書については，不動産登記法等に基づき，
登記官がその責任において作成・交付（証明）する
ことによって，信頼が得られ，各種経済活動に利用
されており，登記官による証明書の認証には重要な
意味・責任がある。市町村長は登記制度に携わる
者ではなく，また，交付された証明書は当該地域に
限って利用されるものではないため，市町村長が証
明した証明書が交付された場合には，その信用性
について混乱が生じるおそれがあり，ひいては登記
制度そのものの信頼性が損なわれるおそれがあ
る。
　　以上のことから，「市町村長の職印を押印し証明
書として交付」することはできないと考える。

住民の利便性向上
のため、市町村の窓
口で証明書の交付
ができるような仕組
みについて貴省とし
ての考え方を示され
たい。具体的な取組
みがあれば併せて
示されたい。
また、右の提案主体
の意見も踏まえ、再
度検討し回答された
い。
加えて、検討する際
の課題となる事項に
ついて具体的に示さ
れたい。

　当方の提案に当たりましては、現行制度を十分
理解しておりますが、地域住民の不便を少しでも
解消するために、町も本来でありますと関知しな
い本業務を何らかの方法で手伝えないか考えた
ものであります。
　従って、これらの業務は法務局（登記官）が行う
のは当然であり、今後もそうあるべきだと思って
おります。
　しかし、地域住民が現行制度の中で対応に苦し
んでいる良く利用する証明書類の交付に当たっ
ては、現行制度の中だけでは不便を解消するま
でに至りませんので、法務局（登記官）と町（法務
局の指示のもと）がインターネットを活用する等、
時代にあった連携を図ることで解消することが重
要だと思います。
　こうした観点から再度前向きの回答を要請しま
す。

C Ⅰ

１　登記情報システムに記録された登記情報を
基に作成される登記事項証明書の証明主体は
あくまで登記所の登記官であり，市町村において
は証明書の交付（及び請求書・登記印紙の収
受・管理）という事実行為を行うという整理をする
ことができれば，制度上は検討可能である。
２　ただし，町長名をもって証明書を交付すること
については，先に回答したとおり，認めることは
できない。
　　登記情報は国（登記所）が管理しており，情報
を管理していない地方自治体が何を証明するこ
とができるのか疑問である。
　また，交付の際に「お知らせ的な公文書」等も
一緒に配布するとしているが，証明書は全国的
に利用されるものであり，そのような措置を講じ
たとしても一部の地域では有効かもしれないが，
全国的視野に立つと，その信用性について混乱
が生じるおそれを払拭することはできないと考え
る。

1038 10381010

現在、法務局で交付して
いる不動産登記等証明書
を、指定された市町村長
も交付できるようにす
る。

財団法人民事法務協会
の「登記情報提供サー
ビス」で得た登記情報に
指定された市町村長の
職印を押印し証明書と
して交付する。

北海道浦河
町、北海道様
似町、北海道
えりも町、北海
道日高町、北
海道平取町、
北海道門別町

不動産登記等証
明書及び法人の
印鑑証明書の交
付事務の拡大

（現状分析）
平成17年１１月頃よりオンライン請求が可能
＊登記事項証明書・印鑑証明書が、オンライン請求で出来る事になりますが、不便を解
消する迄には至っていない。
平成１７年３月７日施行の「不動産登記法」「商業登記法」の改正により、「登記事項証明
書（不動産登記簿、商業・法人登記簿）と法人印鑑証明書」の交付請求を、インターネット
によりオンラインで自宅や企業等のパソコンからも出来るようになりました。
　３月２２日より、不動産関係は「さいたま地方法務局上尾出張所」、商業・法人関係は
「前橋地方法務局本局」で開始され、今後も順次取扱う法務局を拡大するとのことで、本
年５月に当方に対する札幌法務局からの説明によると、日高管内は本年１１月頃から開
始予定とのことであります。
①登記事項証明書（不動産登記簿、商業・法人登記簿）の請求
＊パソコンを持っている方
・自宅や企業等のパソコンから証明書の交付請求が出来るようになり、現在の郵便等で
請求するより時間の短縮（送りの分だけ）と費用が低減される。
・登記事項証明書は、翌日、郵送により指定場所に届く可能性が大きい。
・郵送による請求と比較した場合、郵送料（普通郵便料）が手数料に含まれるため、往復
分が不要となる。
＊パソコンを持っていない方、パソコンを操作できない方
・従来どおり法務局に行くか、郵送での請求となる。
・システム的には、全国の誰でもが請求できることから、町やパソコンのある家庭、企業
等でも代理申請することは可能である。
＊町等が代理申請する場合
・事務の完了まで申請者を待たすことになる。

３　「オンラインによる登記事項証明書等の交付」と
は，提案者の御理解のとおり，証明書の交付をオン
ラインにより請求し，その請求を受けた登記所側で
証明書を作成し郵送により交付するというものであ
る。
　　これは，証明書をオンラインで交付することは技
術的にできないことから，このような方法を採ってい
るものであるが，この他に登記の内容を確認する方
法として，「インターネットによる登記情報提供サー
ビス」を用意している。
　　このサービスは最新（アクセス時点）の登記の内
容を確認することができるものであり，作成された時
点の登記の内容を表している証明書に比べ，登記
の内容の最新性という面でも優れている。また，証
明書を官公署等へ提出する場合であっても提出先
の官公署等がこのサービスを利用することによって
証明書の提出に代えることができる。
　　なお，オンラインによる証明書等の交付請求につ
いては，制度上返送の郵送料を求めていないことか
ら，手数料のほか請求時及び返送時の郵送料を負
担していただく必要のある郵送による請求に比べ，
郵送料の負担がない点で，実質的な手数料のイン
センティブがある。
　（注　提案主体の地域を管轄する登記所について
は，平成１７年度中にオンライン申請をすることがで
きる登記所とされる予定である。）

１、貴省の回答によれば、「登記事項証明書の作
成・交付事務は、適正な証明書を作成・交付しな
ければならないことから、登記官が行うこととされ
ている」とされているが、当方としては、法務局が
新たな登記申請等を受理し正式なものとした後、
民亊法務協会がインターネットにより有料で閲覧
させている登記情報提供サービス等を利用しな
がら、住民や企業の不便を解消するため法務局
のほかに、町でもこれら証明書を交付すべきと考
えたものであり、全国誰でも請求できますが記載
内容等について審査する等の考え方はありませ
ん。
従って、登記事務の実務等は従来どおり登記官
が行い、証明書の交付に当たってだけ、登記官と
町長が連携を図りながら交付出来るようにしたい
だけであります。
また、町では法務省の所管となる戸籍事務や個
人の印鑑証明等も取り扱っており、こうした窓口
的な証明業務であれば連携者として一番適切か
と思いますし、これらの事務を受ける際には、法
務局から研修等を1週間位でも受けてから対応し
たい。

３　ところで，本年６月２７日に，登記所適正配置
の実施により，松山地方法務局新居浜出張所を
同地方法務局西条支局に統合するのと併せて，
愛媛県新居浜市役所に登記情報システムの端
末を設置して登記事項証明書を発行する事務に
ついて試行を開始したところである。これは，廃
止された登記所が設置されていた市町村の市役
所等の一部を借り受けた上で，法務局がタッチ
パネル式の証明書発行請求機，サーバ，プリン
タ等を設置するとともに，職員を配置して，登記
事項証明書等を交付するサービスであり，現在，
証明書発行請求機等の運用コストの面，利用の
状況等について，把握に努めているところであ
る。

町から法務局に送信して、法務局では確認行為をすぐ出来れば良いが、他の業務等を
含め窓口業務が込んでいる時、受付完了の返事が遅れることも想定されるが、町として
は交付枚数により手数料が変わるため、完了するまで申請者を待たせ、確定後、手数料
を支払ってもらうことになる。
・インターネットバンキング等の契約が必要になる。
手数料の納入を確認してからの発送となることから、町等が代理申請する場合、事前に
払い込みが出来る体制を整備しなければならない。
②法人の印鑑証明書の交付請求
＊パソコンを持っている企業等
企業等はパソコンから請求が出来るようになり、郵便で往復するより時間短縮となるが、
一番問題になるのがパソコンでオンライン請求する場合に、申請者を本人で有るかを確
認する「電子証明書」の添付が義務付けられていることである。
・企業等が電子証明書の発行を請求しようとする場合は、既に登記している登記所で取
得してある印鑑カード等のほか、さらに電子証明書発行申請と証明の発行期間に応じて
手数料を納付することで、印鑑証明書をオンライン請求する体制が完了する。
なお、証明期間による手数料は次のとおり、高額となる。
（電子証明書の証明期間が3ヵ月の時は2,500円、３カ月を超える時は、その超える期間
３カ月当たり1,800円を加算した額。（例）６カ月で4,300円、１２カ月で7,900円）
・さらに印鑑証明書の交付の際には、法務局の窓口同様に1通500円の手数料が掛か
る。
＊パソコンを持っていない企業等（当地域は零細企業が多く、パソコン普及率も１１％
（6,800世帯の内800世帯））
パソコンを操作できない企業等は、従来どおり法務局に行くか、郵送での請求となる。

４　以上のことから，市町村が証明書の交付事務を
行うよりも，市町村役場等にインターネット環境を整
え，住民の方々が，証明書を取得したいのであれば
（返送する時間を要するものの）オンラインによる請
求を，最新の登記の内容を確認したいのであればイ
ンターネットによる登記情報提供サービスをそれぞ
れ使い分ける方法の方が得策と思われる。
　この方法によれば，市町村におけるイニシャルコ
スト及びランニングコストも安価にすることができる
ものと思われる。

２、貴省の回答によれば、「市町村長が交付した
証明書では、その信用性について混乱が生じる
恐れがあり、ひいては登記制度そのものの信頼
性が損なわれる恐れがある」とされているが、当
方としては当初提案の際から、そうしたことも考
慮の上で、窓口事務に精通している町長が交付
することが望ましいと考えております。また、証明
書の交付の際には町長が交付することの「お知
らせ的な公文書」等も一緒に配布しながら取引先
等への混乱を避けることにしたい。
３、貴省の回答の「オンラインによる登記事項証
明書等の交付」については、先の第１回目の回
答の際に当方から詳細に意見を述べたが、現行
では印鑑証明書と同時に利用することが多いだ
けに、今後利用するとなるとまだまだ改善の余地
がありますし、こうしたことから提案させていただ
いている。

４　しかしながら，この証明書発行請求機等によ
る証明書の交付事務は，相当数の利用件数が
見込まれる場合でなければ，実施することが困
難である。すなわち，証明書の交付請求につい
ては，郵送やオンラインによる方法も可能である
のに，登記所の適正配置計画に基づいて統廃合
を実施したような登記所の利用が少なかった地
域に証明書発行請求機等を設置することは，現
時の財政事情や予算の効率的な執行の観点か
ら，問題がある。しかも，登記事務は，受益者負
担の考え方に基づいて，登記特別会計法に基づ
く登記特別会計によって運営されており，登記所
の外に証明書発行請求機等を設置して運用する
場合には，その費用に見合うだけの利用件数
（手数料収入）が見込まれるのでなければ手数
料負担者の公平に反することとなってしまう。

＊町が代理申請する場合
・町が企業等の不便を解消するため、委任による代理請求することはシステム的には可
能であるが、その場合、町も総務省から事前に「町の電子証明」を登録しなければならな
い。
さらに本来の申請者である企業等の「電子証明書」が必要となり、事前に電子証明書発
行申請と証明の発行期間に応じて手数料を納付し、印鑑証明書をオンライン請求する体
制が完了していることが前提となる。
・インターネットバンキング等の契約が必要になる。
法務局では交付手数料の納入を確認してからの発送となるため、町は事前に払い込み
を出来る体制を整備しなければならない。
・事前に電子署名付委任状を作成するためのソフト（Acrobat6.0、40,000円程度）が必要
となる。

◎以上のことから、
①不動産、商業法人の登記事項証明書の請求は、本人・町等が窓口等になりながらオ
ンラインで法務局へ送れ、片道分は利便性が図られることになり、郵送料も法務局で負
担するため現行制度より良くなりますが、代理申請の際は申請者が町の窓口等で法務
局の手続きが完了するまで待たなければなりません。
②また、一番大きい問題であります法人の印鑑証明書の交付請求に当たっては、中小
企業であれば発行期間満了ごとに事前に法務局へ出向き、「電子証明の申請手続き」を
しておいて、さらに証明の発行期間に応じて高額の手数料を納付するシステム（１枚５０
０円の証明書を取るのに１年分の手数料7,900円等を支払う）では、地元企業に聞いても
利用しないとの事でありますし、町が代理申請するにしても申請者の電子証明が必要と
なり、現行では手助け出来ません。

４、貴省の回答によれば提案に対する纏めとし
て、「以上のことから，市町村が証明書の交付事
務を行うよりも，市町村役場等にインターネット環
境を整え，住民の方々が，証明書を取得したい
のであれば（返送する時間を要するものの）オン
ラインによる請求を，最新の登記の内容を確認し
たいのであればインターネットによる登記情報提
供サービスをそれぞれ使い分ける方法の方が得
策と思われる。この方法によれば，市町村におけ
るイニシャルコスト及びランニングコストも安価に
することができるものと思われる。」とされている
が、当方としてはインターネットの環境を整えてい
ることから、先に提案しているものであるが、現行
のオンライン請求（先に意見で提出済み）や登記
情報提供サービスでは、地域住民や企業の不便
が解消されないため、あえて提案していることを
お酌みいただきたい。
　従って、法務省でこれらに勝る利便性の向上策
等が有るのであればお示しいただきたいし、提案
に対し再度ご検討いただきたい。

　　このように，証明書発行請求機等を利用した
証明書等の交付事務の展開については，一定
の基準を設けて行う必要があるが，３で述べたと
おり，試行の状況を把握して分析を行うのはこれ
からであり，現時点では，提案のあった自治体の
市役所等において交付事務の取扱いを実現する
ことができるかどうかはお答えすることが困難で
ある。
　　今後，少なくとも１年程度の運用状況を把握・
分析し，それを踏まえた交付事務に必要な機器
の性能の更なる改善等の開発・調達のコストな
ども勘案した上で，検討したいと考えている。
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法人の印
鑑証明書
の交付事
務の拡大

商業登記法第１条
の３，第４条，第７
条

すべての法人
登記に関する
事務は，登記
官により取り扱
われており，オ
ンラインによる
登記の申請及
び登記事項証
明書等の交付
請求も可能と
なっている。

Ｃ Ⅰ
商業登記法上，登記の事務につ
いては登記官が行う必要がある
ため。

　証明書の交付事務につい
て、現行で登記官が行うこと
としている趣旨及び登記官
以外の者が行うことができな
い理由について示されたい。
　また、「市町村長の職印を
押印し証明書として交付す
る」こととした場合、何が問題
となるのかを示すとともに、
右の提案主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答された
い。

貴省の回答によれば、「登記の事務については登記官が行う必要があるため」と
なっているが、当方の提案は法務局の統廃合により、地域住民や企業等が不便
を生じられている中で、各町も行政改革等で大変厳しい状況にはあるが、地域住
民や企業などが良く利用する証明書（数分で交付される証明書を遠い町になると
片道2時間以上もかけて取りに行く不便）を、法務局と町が連携を図りながら、登
記官の他に指定された町長も証明書を交付出来るようにすることで、これらの不
便を少しでも解消したいのが目的である。
従って、登記事務等は法務局が従前のとおり行い、証明書の交付に当たっての
み町も補完的に窓口事務として連携を図りながら書類等が整っていればその場
で交付することを提案しており、これらの意見を踏まえて具体的に回答されたい。
また、貴省ではオンラインによる証明書の交付も可能としているが、交付請求は
パソコンを持っていることやインターネットを利用できることが前提であり、なお且
つ当方の調べでは法人登記の証明書と法人の印鑑証明書は合わせて利用する
ことが多く、現実的に中小企業等に聞き取りしても資料にもあるように利用しにく
い制度と解釈しているが、このことによって当地域の利便性がどの程度向上する
のかお示し願いたい。

C Ⅰ

住民の利便性向上
のため、市町村の窓
口で証明書の交付
ができるような仕組
みについて貴省とし
ての考え方を示され
たい。具体的な取組
みがあれば併せて
示されたい。
また、右の提案主体
の意見も踏まえ、再
度検討し回答された
い。
加えて、検討する際
の課題となる事項に
ついて具体的に示さ
れたい。

　当方の提案に当たりましては、現行制度を十分
理解しておりますが、地域住民の不便を少しでも
解消するために、町も本来でありますと関知しな
い本業務を何らかの方法で手伝えないか考えた
ものであります。
　従って、これらの業務は法務局（登記官）が行う
のは当然であり、今後もそうあるべきだと思って
おります。
　しかし、地域住民が現行制度の中で対応に苦し
んでいる良く利用する証明書類の交付に当たっ
ては、現行制度の中だけでは不便を解消するま
でに至りませんので、法務局（登記官）と町（法務
局の指示のもと）がインターネットを活用する等、
時代にあった連携を図ることで解消することが重
要だと思います。
　こうした観点から再度前向きの回答を要請しま
す。

C Ⅰ

１　登記情報システムに記録された登記情報を
基に作成される登記事項証明書の証明主体は
あくまで登記所の登記官であり，市町村において
は証明書の交付（及び請求書・登記印紙の収
受・管理）という事実行為を行うという整理をする
ことができれば，制度上は検討可能である。
２　ただし，町長名をもって証明書を交付すること
については，先に回答したとおり，認めることは
できない。
　　登記情報は国（登記所）が管理しており，情報
を管理していない地方自治体が何を証明するこ
とができるのか疑問である。
　また，交付の際に「お知らせ的な公文書」等も
一緒に配布するとしているが，証明書は全国的
に利用されるものであり，そのような措置を講じ
たとしても一部の地域では有効かもしれないが，
全国的視野に立つと，その信用性について混乱
が生じるおそれを払拭することはできないと考え
る。

1038 10381020

現在、法務局で交付して
いる法人の印鑑証明書
を、指定された市町村長
も交付できるようにす
る。

LGWAN（総合行政ネット
ワーク）で法務局と指定
された市町村を結び、そ
こから得た情報に指定
された市町村長の職印
を押印し証明書として交
付する。

北海道浦河
町、北海道様
似町、北海道
えりも町、北海
道日高町、北
海道平取町、
北海道門別町

不動産登記等証
明書及び法人の
印鑑証明書の交
付事務の拡大

１、貴省の回答によれば、「登記事務は、登記所
職員が取り扱うこととされているものである。」とさ
れているが、当方としては、法人の印鑑証明等の
実務は従来どおり法務局（登記官）が行い、証明
書の交付に当たってのみ、登記官と町長が連携
を図りながら交付出来るようにしたいだけであり
ます。　また、町では法務省の所管となる戸籍事
務や個人の印鑑証明等も取り扱っており、こうし
た証明業務であれば連携者として一番適切かと
思いますし、これらの事務を受ける際には、法務
局から窓口業務の研修等を1週間位も受けてか
ら対応したい。

３　オンラインによる印鑑証明書の交付申請を行
う際には，セキュリティーの確保が重要となり，送
信するデータの秘匿の問題のほか，第三者によ
る情報の改ざんを防止し，通信相手を確認する
方策として商業登記にかかる電子証明書が必要
になる。この電子証明書については，使用される
方の都合に合わせて，有効期間を３か月から２７
か月まで３か月ごとに設定していただくことも可
能である。
　　なお，電子証明書は，印鑑証明書のオンライ
ン送付請求だけでなく，電子商取引や公的機関
への各種電子申請の際に広く使用できるもので
ある。
　　登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求
について郵送によってすることができると前回回
答したところであるが，具体的に説明すると，申
請人の方が所定の額の登記印紙（郵便局等印
紙売りさばき所で販売を取り扱っている。），返信
用の封筒及び返信用郵便切手を同封（印鑑証明
書を請求する場合には印鑑カードも同封）の上，
管轄登記所あて申請書を郵送すれば，請求の証
明書を管轄登記所から郵送している。
　　したがって，郵便局側で特段の措置をとる必
要はない。
　  この取扱いは，これまでも日本全国で利用可
能となっている。

２、貴省の回答によれば、「登記について何らの
権限，特別の能力を有しない市町村長が登記事
項証明書を作成し発行するということは，考えら
れない。登記事項証明書の内容に責任を負うこ
とができない者が証明書に職氏名を記載し職印
を押印することは，証明書の有する信頼性に疑
念を抱かせることになり，特に特区外でその証明
書が用いられることとなると，経済取引に混乱を
生じかねさせない。」とされているが、当方として
は当初提案の際から、そうしたことも考慮の上
で、個人の印鑑証明書も交付している町長が窓
口業務として交付することが望ましいと考えてお
ります。また、証明書の交付の際には町長が交
付することの「お知らせ的な公文書」等も一緒に
配布すると共に、印鑑証明書の用紙も法務局の
専用用紙で交付し、取引先等への混乱を避ける
ことにしたい。

４　ところで，本年６月２７日に，登記所適正配置
の実施により，松山地方法務局新居浜出張所を
同地方法務局西条支局に統合するのと併せて，
愛媛県新居浜市役所に登記情報システムの端
末を設置して登記事項証明書を発行する事務に
ついて試行を開始したところである。これは，廃
止された登記所が設置されていた市町村の市役
所等の一部を借り受けた上で，法務局がタッチ
パネル式の証明書発行請求機，サーバ，プリン
タ等を設置するとともに，職員を配置して，登記
事項証明書等を交付するサービスであり，現在，
証明書発行請求機等の運用コストの面，利用の
状況等について，把握に努めているところであ
る。

３、貴省の回答によれば、「登記事項証明書と印
鑑証明書の交付請求は，オンラインでだけでな
く，郵送によってすることも可能であり，登記所か
ら遠方にお住まいの方の利便性に配慮してい
る。」とされているが、オンライン請求は先の第１
回目の回答の際に当方から詳細に意見を述べた
が、現行では特に印鑑証明書の請求や交付に当
たっては、中小企業であれば発行期間満了ごと
に事前に法務局へ出向き、「電子証明の申請手
続き」をしておいて、さらに証明の発行期間に応
じて高額の手数料を納付するシステム（１枚５００
円の証明書を取るのに１年分の手数料7,900円等
を支払う）では、地元企業に聞いても利用しない
との事でありますし、町が代理申請するにしても
申請者の電子証明が必要となり、現行では手助
け出来ませんので、あえて提案をさせていただい
たのが実態です。

５　しかしながら，この証明書発行請求機等によ
る証明書の交付事務は，相当数の利用件数が
見込まれる場合でなければ，実施することが困
難である。すなわち，証明書の交付請求につい
ては，郵送やオンラインによる方法も可能である
のに，登記所の適正配置計画に基づいて統廃合
を実施したような登記所の利用が少なかった地
域に証明書発行請求機等を設置することは，現
時の財政事情や予算の効率的な執行の観点か
ら，問題がある。しかも，登記事務は，受益者負
担の考え方に基づいて，登記特別会計法に基づ
く登記特別会計によって運営されており，登記所
の外に証明書発行請求機等を設置して運用する
場合には，その費用に見合うだけの利用件数
（手数料収入）が見込まれるのでなければ手数
料負担者の公平に反することとなってしまう。

　また、「郵送」と言われておりますが、法務局が
統廃合された本年２月以降、郵便局に問い合わ
せていますが、郵便局では法務局側から協議等
もなくなく、現行では郵便局出で対応出来ていな
いとのことであり、実態が伴っていません。
　さらに、現代はインターネットの時代であり、国
民が望むのは即日交付を前提した交付であり、
これらに合わせた取り組みが重要であると思わ
れるが、貴省の考え方と今後の取組みを伺いた
い。

　　このように，証明書発行請求機等を利用した
証明書等の交付事務の展開については，一定
の基準を設けて行う必要があるが，３で述べたと
おり，試行の状況を把握して分析を行うのはこれ
からであり，現時点では，提案のあった自治体の
市役所等において交付事務の取扱いを実現する
ことができるかどうかはお答えすることが困難で
ある。
　　今後，少なくとも１年程度の運用状況を把握・
分析し，それを踏まえた交付事務に必要な機器
の性能の更なる改善等の開発・調達のコストな
ども勘案した上で，検討したいと考えている。

　登記は，会社等に関する重要事項について公簿
に記載し，公証する公権力の行使として厳正，公
正，中立に，かつ，全国一律の基準に従って行われ
なければならない。このような登記事務の処理能力
は，民法，商法等の民事基本法や登記法その他必
要な法令について研修を受け，日々の業務におい
て研鑽を積むことによって培われるものであることな
どの理由から，登記事務は登記所職員が取り扱うこ
ととされているものである。
　また，登記官は，登記事項証明書を作成する際に
認証文を付し，職氏名を記載し，職印を押す（商業
登記規則第３０条第3項）ことによって証明書の内容
に関して責任を負っているが，登記について何らの
権限，特別の能力を有しない市町村長が登記事項
証明書を作成し発行するということは，考えられな
い。登記事項証明書の内容に責任を負うことができ
ない者が証明書に職氏名を記載し職印を押印する
ことは，証明書の有する信頼性に疑念を抱かせるこ
とになり，特に特区外でその証明書が用いられるこ
ととなると，経済取引に混乱を生じかねさせない。
　なお，登記事項証明書と印鑑証明書の交付請求
は，オンラインでだけでなく，郵送によってすることも
可能であり，登記所から遠方にお住まいの方の利
便性に配慮している。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530070

住民票の
写し等各
種証明書
交付事務
の民間事
業者委託
の可能化

戸籍法第１条，第４
条

戸籍謄抄本等
戸籍に関する
証明書交付事
務（公証）は市
区町村長が
行っている。

Ｃ Ⅰ

　戸籍事務は，市区町村長がこれ
を管掌することとされ（戸籍法第１
条，第４条），市区町村長の指揮
監督の下に吏員をしてその処理
につき補助させることができるとさ
れている（地方自治法第１７２条，
第１５４条，第２８３条）。
　戸籍届書類の受理・不受理処
分や，戸籍謄抄本等の交付・不
交付処分は，戸籍法第１１８条の
不服申立ての対象となる市区町
村長の行う行政処分である。この
ような行政処分について，市区町
村の吏員を関与させず全面的に
民間業者に行わせることは相当
ではなく，提案に応じることは困
難である。

　指定管理者を指定する際、
民間事業者へ守秘義務等の
厳正な服務規律を課すこと
を明記した契約を結んだ上
で、議会の議決を得ることに
より、提案を実現できないか
検討されたい。

Ｃ Ｉ

　戸籍法上，戸籍・除籍謄抄本の交付請求は，一定
の要件の下に認められており（戸籍法１０条，１２条
の２），市区町村長は，当該請求の適法性について
審査しなければならない。そして，当該請求が不適
法であると市区町村長が判断した場合には不交付
処分をすることとなるところ，当該処分は戸籍法第１
１８条の不服申立ての対象となる市区町村長の行う
行政処分である（もちろん，交付処分も行政処分で
ある。）。このような行政処分について，市区町村の
吏員を関与させず全面的に民間業者に行わせるこ
とは相当ではない。つまり，守秘義務等の服務規律
を課すことにより個人のプライバシーが保護される
か否かという問題というよりも，そもそも行政処分
（その前提である法令適合性の審査）を民間業者に
行わせることは適切ではないと考える。

1208 12081010

各種証明書交付事務を民
間事業者に委託可能とす
る。

○住民票の写し等
○戸籍謄抄本等戸籍に関
する証明書
○印鑑登録証明書
○府市民税（所得・課税）
証明書
○固定資産課税台帳記載
事項証明書
○納税証明書
○軽自動車納税証明書
（継続検査用）
○年金現況証明書

新たに設置する公の施
設には、生涯学習機能
をメインとして、市民
ニーズの高い住民票の
写し等各種証明書発行
を行う駅前サービスコー
ナーを併設予定。当該
施設の管理運営等は指
定管理者制度を活用
し、指定管理者指定の
議決を得た民間事業者
を指定し、委任予定。さ
らに、各種証明書の発
行業務を民間事業者へ
委託することにより、民
間ノウハウを活かした良
質の市民サービス提供
が可能となる。

大阪府大東市
駅前サービス
コーナー民営化
特区

0530080

出資法に
定める上
限金利の
緩和

出資法５条

　出資法は，同法5
条2項において「金
銭の貸付けを行う
者が業として金銭
の貸付けを行う場
合において、年
29.2%（2月29日を
含む1年について
は年29.28%とし、一
日当たりについて
は0.08%とする。）を
超える割合による
利息の契約をした
ときは、5年以下の
懲役若しくは千万
円以下の罰金に処
し、又はこれを併
科する。」と定め，
同条3項において
「前二項に規定す
る割合を超える割
合による利息を受
領し、又はその支
払を要求した者
は、5年以下の懲
役若しくは千万円
以下の罰金に処
し、又はこれを併
科する。」と定めて
いる。

Ｃ Ｉ

　 出資法の上限金利規制は，反
社会的な暴利行為を刑罰をもって
規制するものであるところ，特定
の地域における高金利に限り刑
罰の対象から除外することは法
の趣旨に反することになる。
　 また，ヤミ金融対策として特定
の地域において上限金利の引上
げを行う必要性・合理性が不明で
ある一方，上限金利の引上げは，
資金需要者にとっては，返済負担
の増加により，不利益がもたらさ
れるものであり，信用リスクの高
い資金需要者については，一般
に経済的困難な状況にあると考
えられることから，状況がさらに悪
化するおそれがある。

　融資が短期少額、担保・連
帯保証人の不用、協会への
報告の義務付け等の条件を
満たす場合に限り、提案が
実現できないか、右の提案
主体の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

本提案は、資金需要者等の利益の保護を図り、ヤミ金融被害の回避を目的と
するものである。１ 「ヤミ金融対策として特定の地域において上限金利の引上げ
を行う必要性・合理性が不明である。」とのご指摘に対する意見 社団法人全国
貸金業協会連合会の集計を見ると当協会は、全国平均の３．０倍ものヤミ金融被
害相談がある。このことは、その背後には全国に比して著しく多い被害が発生し
ていることが推測されます。私たちは、公益法人としての社会的責任からヤミ金
融被害が発生しないよう対策を講じる必要性があると考えています。２ 「上限金
利の引上げは、資金需要者にとっては、返済負担の増加により、不利益がもたら
されるものであり、信用リスクの高い資金需要者については、一般に経済的困難
な状況にあると考えられることから、状況がさらに悪化するおそれがある。」との
ご指摘に対する意見 私どもの提案は、資金需要者の経済状況を過度に悪化さ
せないための条件を設定しています。貸出す対象は、返済困難な資金需要者を
除いて、緊急を要する手形決済資金や入院・手術等の資金で、小額、短期の返
済を確保された繋ぎ融資に限定しています。そのため、過度の負担にはなりませ
ん。むしろ、債務者にとって最大の問題は、支払い不能になった際の過剰な取立
てなどであると認識しています。このため、担保も連帯保証人も徴求しません。そ
の代わり、貸し倒れのリスクに見合う金利を設定する必要があるのです。このこと
は、債務者にとってはリスクの軽減になると考えています。金融商品の一つの選
択肢として有効であると考えます。

Ｃ Ｉ

　繰り返しになるが、そもそも、出資法の上限金利規
制が、反社会的な暴利行為を刑罰をもって規制する
ものであることを踏まえれば、特定の地域における
高金利に限り刑罰の対象から除外することは法の
趣旨に反するため、対応は困難である。
　また、提案主体からの意見に対しては、設定され
た条件が遵守されるための制度的な保障は困難と
思われるし、融資目的の具体例は提案概要から読
み取れない。
　更に、無担保・無保証は、消費者金融においては
むしろ一般的な条件であり、それが特別の金利を認
める理由にはならない。
　なお、出資法の上限金利については、「貸金業の
規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する
法律」（いわゆる「ヤミ金融対策法」）の立法時に議
論があったが、結果的に29.2％に据え置かれてい
る。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

  資金需要者の利益の保護を図り、ヤミ金融被害の
回避を目的とする本件提案でありますが、ご回答は、
「出資法の上限金利規制が、反社会的な暴利行為を
刑罰をもって規制するものであることを踏まえれば、
特定の地域における高金利に限り刑罰の対象から除
外することは法の趣旨に反するため、対応は困難で
ある。」とされています。
私どもといたしましては、そもそも特区制度は、法律
等による国の規制があるために効率的な事業活動や
公正な競争を妨げているような場合に、特定の地域
において特例的に既存の規制と異なる条件のもとで
の事業活動を、実験的にを行うことにある、と認識して
おります。このようなことから当協会の提案が、「対応
は困難である。」とされましたことは誠に残念でありま
す。　当協会は資金需要者の利益の保護の観点か
ら、消費者への啓蒙を積極的に行うこととしており、本
年度は団扇１万本、ポケットティッシュ２万個をそれぞ
れ製作して、去る８月６・７・８日の３日間にわたる仙台
七夕祭において、延べ５０余名の役員及び会員を動
員して地域の観光客等への配布活動を実施したとこ
ろであります。今後とも引続き公益法人である当協会
独自の施策として、近時さらに悪質・巧妙化している
ヤミ金融にかかわる被害回避に努めますと共に、コン
プライアンスを遵守して業界の健全化と発展のため努
力いたしますので、宜しくご指導下さいますようお願い
申し上げます。　以上

Ｃ Ｉ

　出資法の上限金利規制は，反社会的な暴利行
為を刑罰をもって規制するものであるところ，特
定の地域における高金利に限り刑罰の対象から
除外することは法の趣旨に反することになる。
　また，ヤミ金融対策として特定の地域において
上限金利の引上げを行う必要性・合理性が不明
である一方，上限金利の引上げは，資金需要者
にとっては，返済負担の増加により，不利益がも
たらされるものであり，信用リスクの高い資金需
要者については，一般に経済的困難な状況にあ
ると考えられることから，状況がさらに悪化する
おそれがある。
　さらに，提案主体からの意見をみても，上記の
おそれを払拭するのは困難である。
　なお、出資法の上限金利については、「貸金業
の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り
金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改
正する法律」（いわゆる「ヤミ金融対策法」）の立
法時に議論があったが、結果的に29.2％に据え
置かれている。

1028 10281010

出資法第５条第２項に定
める上限金利を29.2％か
ら40.004％へ緩和する。
ただし、融資が短期小
額、担保・連帯保証人を
徴求しない、当協会への
報告義務などの適切な条
件を満たした場合に限定
する。

上限金利が緩和された
後、当協会の管理の
下、当協会会員である
貸金業者により、資金
需要者への融資を開始
し、資金需要者がヤミ
金融を利用しなくて済
むようにする。

社団法人宮城
県貸金業協会

出資法に定める
上限金利の緩和

0530090

市長が議
会の意見
を聞く際の
人権擁護
委員候補
者への個
人市県民
税・固定資
産税・国民
健康保険
税の納税
証明書等
の提出義
務付け

人権擁護委員法第
６条第３項

人権擁護委員は、
当該市町村の議会
の議員の選挙権を
有する住民で、人
格識見高く、広く社
会の実情に通じ、
人権擁護について
理解のある者の中
から、その市町村
の議会の意見を聞
いて市町村長が推
薦することとされて
いるが（人権擁護
委員法第６条第３
項）、市町村議会
の意見を聞く際
に、特定の添付書
面を求める法の規
定はない。

D-1 ー

市町村議会の意見を聞くに当た
り、納税を証する書面の添付のみ
を義務付けることとなると、それが
あたかも一番重要な要件として判
断され、かえって人権擁護委員法
が求める「人格が高潔で高い識
見を有する者」かどうかを総合的
に判断することが困難になるおそ
れがある。

　措置の分類「Ｄ－１」との回
答であるが、市町村の判断
で、提案主体の求める「納税
証明書等の義務付け」が可
能であると解してよいか。

　市町村議会の意見を聞くに当たり、人権擁護委員
法に特定の添付書面を求める規定はないので、基
本的には市町村の判断により可能である。
　ただし、市町村が人権擁護委員候補者に提出を
求める資料は、人権擁護委員候補者の適格性の判
断に真に必要かどうかという観点から慎重に検討さ
れるべきである(個人情報保護の観点からも、その
必要性の判断には十分留意が必要と考える。）。

1122 11221010

　草加市においては、市長選挙
における立候補者には立候補
の届出時に「個人市県民税・固
定資産税・国民健康保険税の納
税証明書等」の提出を義務づけ
るものとする。
　また、助役・収入役・教育委
員・公平委員・監査委員・固定資
産評価委員・人権擁護委員・監
査委員についても、市長から議
会の同意を求める際に「個人市
県民税・固定資産税・国民健康
保険税の納税証明書等」の提出
を義務づけるものとする。

埼玉県草加市
みんなが納得・納
税推進（公職者
納税証明）

　草加市においては、市
長選挙における立候補
者には立候補の届出時
に「個人市県民税・固定
資産税・国民健康保険
税の納税証明書等」の
提出を義務づけるもの
とする。
　また、助役・収入役・教
育委員・公平委員・監査
委員・固定資産評価委
員・人権擁護委員・監査
委員についても、市長
から議会の同意を求め
る際に「個人市県民税・
固定資産税・国民健康
保険税の納税証明書
等」の提出を義務づける
ものとする。
  市民から選ばれ、市民
の代表として市政を負
託されようとする者が当
然に納税の義務を果た
していることを明らかに
することにより、市政の
信頼度と納税意欲の向
上をはかろうとするもの
である。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
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の見
直し

「措
置の
内
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の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
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ジェク
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プロジェクトの
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0530100

条例に違
反したもの
に対する
行政処分
としての公
益作業を
伴う罰則規
定

地方自治法第１４
条第３項
刑法第９条

公益作業を伴う
罰則規定を定
めることは，地
方自治法第１４
条第３項，刑法
第9条からでき
ない。

Ｃ Ⅰ

刑法９条は，刑の種類として，死
刑，懲役，禁錮，罰金，拘留及び
科料を主刑として定めているが，
刑罰は，犯罪を遂行した者に対す
る害悪の付加であり，法的制裁の
中でも最も峻厳なものであること
からすると，いかなる刑種を許容
するかは，広く国民一般の法意識
を反映しつつ，様々な視点から全
国的なレベルで議論を尽くすべき
問題であって，特定の地域におい
てのみ科される刑種を設けること
は適当ではなく，地域の特性を生
かした規制緩和により地域経済
の活性化を図ることを目的とする
特区構想とは馴染まない性質の
ものであると考える。
加えて，刑の執行は，法律に従っ
て行わなければならないところ，
「公益作業」という新しい刑種を定
める場合には，その執行に当たる
機関，執行の手続，執行を担保す
る手段等についても法律で定める
必要があり，この点でも特区構想
には馴染まないと考える。

1230 12301010

普通地方公共団体の条例
を違反したものに対して
は、「二年以下の懲役若し
くは禁錮、百万円以下の罰
金、拘留、過料若しくは没
収の刑又は五万円以下の
過料を科する旨の規定を
設けることができる。」とさ
れていますが、地域美化
環境を害したものに対し、
条例で地域美化に関する
公益作業に従事させること
ができる罰則規定を設ける
ことができるようにする。

平成16年4月1日に施行
した「多治見市をごみの
散らばっていないきれい
なまちにする条例」で規
定する市民や事業者、
イベント開催者等に対
する義務規定に違反し
たものに対し、一定期間
公益作業に従事させる
ことにより、地域美化の
大切さを身をもって学習
する等の教育効果を期
待し実施します。

岐阜県多治見
市

公益作業従事に
よる美化推進の
まちづくり

0530110

国有財産
の譲与に
関する規
制緩和

Ｅ －

提案理由中「国の業務統廃合で
遊休施設となった法務局跡地」の
記述があるが，事実誤認であり，
高千穂町所在の法務総合庁舎は
現在も行政財産として使用してい
る。

　仮に法務局跡地が遊休施
設となった場合、提案主体が
求める「少子化対策・子育て
支援に資する事業使途に
限って、地方自治体へ無償
譲与する」ことは実現可能と
解してよいか。

E －

対象国有財産は，行政財産であるからそもそも譲与
対象ではなく，事実誤認である。再検討要請にいう
仮にという前提に立っても無償譲与は現行法上認
められていない。

1156 11561010

過疎地域において、国の業
務統廃合に伴い遊休施設と
なった国有財産（普通財産）
の処分を、少子化社会対策
基本法（平成１５年７月３０日
法律第１３３号）次世代育成
支援対策推進法（平成１５年
７月１６日法律第１２０号）に
基づく少子化対策・子育て支
援に資する事業使途に限っ
て、地方自治体へ無償譲与
する。

高千穂町
高千穂町子育て
支援特区

子育て相談や支援、一
時預かり、母子保健な
どの機能・体制を備えた
施設に読書や文化芸術
など余暇活動のための
機能を併合し、子供から
老人まで全ての世代が
自由に交流できるサロ
ン施設を自治体が設置
する。この施設を子育て
家庭や住民主体のＮＰ
Ｏ組織が管理運営し、
子育てプログラムの実
践や様々な交流活動を
広げる中で、現代社会
に求められている行政
や地域社会が一体と
なった子育て支援体制
を充実する。本事業に
より少子化社会対策基
本法に謳う・保育サービ
ス等の充実（11条）・地
域社会における子育て
支援体制の整備（12
条）・母子保健医療体制
の充実等（13条）・ゆとり
のある教育の推進等
（14条）。次世代育成支
援対策推進法がめざ
す、地域における子育
ての支援、母性並びに
乳児及び幼児の健康の
確保及び増進、子ども
の心身の健やかな成長
に資する教育環境の整
備、ならびに職業生活と
家庭生活との両立の推
進（第八条）を実現す
る。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530120

共同住宅
敷地内に
おける多
機能ベン
ダーにおけ
るアルコー
ル類の販
売

Ｅ －

建物の区分所有等に関する法律
は，規約の設定・変更や敷地の
管理・変更等の手続・要件につい
て規定しているが，同法は提案に
係る事業の実施を当然に禁ずる
ものではない。

1297 12971010

共同住宅修繕積立金を管
理運用する有限責任事業
組合による「共同住宅敷地
内における多機能ベン
ダー事業」において、多機
能自動販売機でのアル
コール類の新規販売を許
可する

個人

共同住宅修繕積
立金を管理運用
する有限責任事
業組合による「共
同住宅敷地内に
おける多機能ベ
ンダー事業」構想

0530130

共同住宅
敷地内に
おける多
機能ベン
ダーにおけ
るタバコの
販売

Ｅ －

建物の区分所有等に関する法律
は，規約の設定・変更や敷地の
管理・変更等の手続・要件につい
て規定しているが，同法は提案に
係る事業の実施を当然に禁ずる
ものではない。

1297 12971020

共同住宅修繕積立金を管
理運用する有限責任事業
組合による「共同住宅敷地
内における多機能ベン
ダー事業」において、多機
能自動販売機でのタバコ
の新規販売を許可する

個人

共同住宅修繕積
立金を管理運用
する有限責任事
業組合による「共
同住宅敷地内に
おける多機能ベ
ンダー事業」構想

共同住宅管理組合が保
有しその管理運用に窮
している修繕積立金を
預託によって管理運用
する有限責任事業組合
（ＬＬＰ）を設立し、自販
機関連事業体の発行す
る「共同住宅敷地内に
おける多機能ベンダー
事業」に係る事業債を
もって安全かつ確実に
運用する。このために、
当該有限責任事業組合
（ＬＬＰ）が行う「共同住
宅敷地内における多機
能ベンダー事業」におい
て、共同住宅敷地内に
おける多機能自販機
（ベンダー）でアルコー
ル飲料類、タバコ、生活
必需品（洗剤、加工食
品、塩・砂糖、米等）及
び医薬品の販売ができ
るよう規制改革を行う。
これにより、当該有限責
任事業組合（ＬＬＰ）が行
う「共同住宅敷地内にお
ける多機能ベンダー事
業」に係る事業債をもっ
て、共同住宅管理組合
が保有する修繕積立金
を受取予定金利５％で
運用するとともに、当該
事業債に対する課税に
よって自治体等の財政
に寄与し、修繕積立金
資金（全国規模推定60
兆円）の流動化を図り、
わが国経済の活性化に
寄与する。詳細添付資
料参照。

共同住宅管理組合が保
有しその管理運用に窮
している修繕積立金を
預託によって管理運用
する有限責任事業組合
（ＬＬＰ）を設立し、自販
機関連事業体の発行す
る「共同住宅敷地内に
おける多機能ベンダー
事業」に係る事業債を
もって安全かつ確実に
運用する。このために、
当該有限責任事業組合
（ＬＬＰ）が行う「共同住
宅敷地内における多機
能ベンダー事業」におい
て、共同住宅敷地内に
おける多機能自販機
（ベンダー）でアルコー
ル飲料類、タバコ、生活
必需品（洗剤、加工食
品、塩・砂糖、米等）及
び医薬品の販売ができ
るよう規制改革を行う。
これにより、当該有限責
任事業組合（ＬＬＰ）が行
う「共同住宅敷地内にお
ける多機能ベンダー事
業」に係る事業債をもっ
て、共同住宅管理組合
が保有する修繕積立金
を受取予定金利５％で
運用するとともに、当該
事業債に対する課税に
よって自治体等の財政
に寄与し、修繕積立金
資金（全国規模推定60
兆円）の流動化を図り、
わが国経済の活性化に
寄与する。詳細添付資
料参照。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530140

リラクセー
ションマッ
サージ施
術者の在
留資格付
与

出入国管理及び難
民認定法第7条第1
項第2号の基準を
定める省令

「技能」の在留
資格は「本邦の
公私の機関と
の契約に基づ
いて行う産業上
の特殊な分野
に属する熟練し
た技能を要する
業務に従事す
る活動」であり，
法務省令にお
いて調理人，建
築技能者，航
空機操縦者等
が該当する者と
して定められて
いる。

Ｃ Ⅲ

リラクセーションマッサージ施術者
を技能者として我が国に受入れて
いくことの是非を検討していく必
要がある。

　リラクセーションマッサージ
施術者の受入れについて、
どういった条件が整えば受
入れが可能となるのか、右
の提案主体の意見も踏ま
え、示されたい。
　また、技能に関する在留資
格要件の緩和について、今
後貴省において検討が行わ
れることはないのか。検討が
行われるとすれば、検討の
内容及びスケジュールにつ
いて示されたい。

在留資格を与える、与えないの根拠となる「技能者として受け入れることの是非」
は、どのような基準で、何を根拠法として、どのようなプロセスで検討、決定される
のか？
他の在留資格の場合はどうなのか？どうだったのか？
をお伺いしたい。

我が国で業としてマッサージを行う場合，「あん摩
マッサージ，指圧師，はり師，きゅう師に関する法
律」に規定する「あん摩マッサージ指圧師免許」が必
要とされている。リラクゼーションマッサージについ
ては，当該法律に違反しないことが必要であるほ
か，新たな分野における外国人の受入れの是非
は、その受入れ分野のみならず，その受け入れが
我が国の産業及び国民生活に与える影響，例え
ば，国内労働市場への影響，産業の発展・構造転
換に与える影響，社会的コスト等について様々な観
点から十分に勘案した上で，関係省庁との協議の
上，政府全体としての総合的な判断により決定され
ることが必要である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

今回のご提案について、提案させて頂いているよ
うな条件ならば「技能職」と認められるが、その
「技能職」の外国人の受け入れが問題となるとお
考えなのか、そうではなくて、ご提案させて頂いて
いる内容では「技能職」と認められないと言うこと
なのか、問題がどこにあるのかを明示して頂きた
い。「我が国の産業上の特殊な分野に属する熟
練した技能（外国料理の調理、外国食品の製造、
外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は
毛皮の加工等に係る技能等）を要する業務に従
事しようとする外国人で、経歴や待遇面について
の一定の要件を満たすもの」にはあてはまらない
のか？当てはまらないとしたら、その根拠は何
か？外国特有の施術等でも当てはまらないの
か？もし、そうなら技能に関する在留資格要件の
緩和（具体的には、最後の技能”等”の”等”に何
が当てはまるのか）について検討するきっかけと
なるには、この申請以外にどのような方法がある
のか。お伺いしたい

Ｃ Ⅲ

・そもそも「技能」の在留資格による入国・在留
は、基準省令に列挙されている職務内容に係る
職種を対象としているものであり、当該省令にお
いて規定されていないものについては、新たな分
野としてその受入れの是非につき検討すること
が必要となる。その際には、すでに「再検討要請
に対する回答」でも記載しているように、その受
け入れが我が国の産業及び国民生活に与える
影響、例えば、国内労働市場への影響、産業の
発展・構造転換に与える影響、社会的コスト等に
ついて様々な観点から十分に勘案した上で、関
係省庁と協議の上、政府全体としての総合的な
判断により決定されることが必要である。
・基準省令に列挙されている業務には、「外国料
理の調理、外国食品の製造に係る技能、外国特
有の建築又は土木に係る技能及び宝石・貴金属
又は毛皮の加工等に係る技能」のほか、外国に
特有の製品の製造又は修理に係る技能、石油
探査のための海底掘削、地熱発電のための掘
削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に
係る技能、航空機の操縦に係る技能、スポーツ
の指導に係る技能及びワインの鑑定等に係る技
能がある。

1068 10681010

現状の27項目の内、リラク
セーションマッサージ施術
者を施術経験5年以上の
者に限り技能職として在留
資格を付与する

スパマッサージ技術者」
を技術者、又は技能職
として一定の条件（例え
ばタイ国のスパで施術
経験5年以上など）を満
たす者については、在
留資格を認める

株式会社星野
リゾート

リラクセーション
マッサージの適
法確認とリラク
セーションマッ
サージ施術者の
在留資格化

0530150

医科学（高
度医療・遠
隔医療等）
に係る外
国人ＩＴ技
術者受入
れの促進

出入国管理及び難
民認定法別表１の
２
出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

在留資格「技
術」の本邦にお
いて行うことが
できる活動であ
る「自然科学の
分野に属する
技術又は知識
を要する業務」
には，医学の分
野に属する技
術又は知識を
要する業務が
含まれる。

Ｄ
－
１
－

特区法第２６条の対象とならない
医科学に係るＩＴ技術者が何を指
しているのか不明であるが，「自
然科学（医学）の分野に属する技
術又は知識を要する業務（医師
等法律上資格を有する者が行う
こととされている医療的業務は除
く。）」であれば，現行制度でも在
留資格「技術」に該当する場合も
あると思われる。

　右の提案主体の意見につ
いて、回答されたい。

・ 当提案における「技術者」とは、医師等法律上資格を有する者が行うこととされ
ている医療的業務に係る技術者ではなく、ＩＴ一般技術、高度医療機器技術、画
像解析技術等研究・研修業務に係る技術者を想定しており、その在留期間の伸
長を求めるものです。この場合、構造改革特別区域基本方針の別表1「番号507
外国人情報技術者受入れ促進事業」の特例措置又は現行法制度上で対応が可
能と解してよいでしょうか。

在留資格該当性については，入国しようとする外国
人が実際に我が国で行おうとする活動の内容によっ
て判断されるものであるところ，ＩＴ一般技術、高度医
療機器技術、画像解析技術等の研究・研修業務
が，特区法第２２条第１項の要件を満たす場合に
は，「外国人情報処理技術者受入れ促進事業」によ
る特例を受けることが可能である。

1074 10741040

　医科学（高度医療・遠隔
医療等）に係る外国人IT技
術者の日本国内への受入
れを促進する。構造改革
特別区域基本方針の別表
１「番号５０７　外国人情報
技術者受入れ促進事業」
の特例措置の内容に医科
学（高度医療・遠隔医療
等）の分野を追加する。

　国際研修センター及び
高度医療センター・付属
病院の整備に伴い，医
科学（高度医療）に係る
IT研修等を実施し優れ
た人材の育成を図るも
のであり，海外からの医
科学（高度医療・遠隔医
療等）に係るＩＴ技術者
の受入れを促進するた
め，当該外国人とその
家族の在留期間を最大
５年に伸長する。

北海道旭川
市、三井物産
株式会社

国際交流拠点形
成プロジェクト

0530160

外国人医
療従事者
（高度医
療・遠隔医
療等従事
者）の受入
れ促進

出入国管理及び難
民認定法別表１の
２
出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

特定事業501～
503は外国人研
究者を対象とし
ている。

Ｃ Ⅲ

特定事業501～503は，専門的・
技術的分野の外国人労働者を受
け入れるという政府の基本方針
の下，研究者に特化して行ってい
る事業であるところ，外国人医療
従事者（高度医療・遠隔医療等従
事者）については，「従事者」の定
義及び範囲が明確でないことか
ら，そのような分野の労働者を特
定事業501～503の対象に含める
ことはできない。
また、外国人研究者受入れ促進
事業は、外国人研究者の研究活
動とその成果を利用して行う事業
を経営する活動を通じて新規事
業の創出等を促すものであり、
「自ら経営する活動」を「従事する
活動」とすることは、当該事業の
趣旨とは全く異なることから、変
更は困難である。

　医療に係る専門的・技術的
分野の外国人労働者（有資
格者等）に限るなどの要件を
付した上で、新たな特例措置
を設けることも視野に入れ、
提案を実現できないか、右
の提案主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答された
い。

・ 当提案における｢医療従事者｣とは、外国の医療等資格免許取得者及び看護
士等を含むコメディカル分野の資格免許取得者を想定しており、粒子線がん治療
等の高度医療や遠隔医療の技術に係る研究を行う｢研究者｣を想定しており、特
定事業501～503が対象とする外国人研究者に該当するものと考えます。
・ 外国人医療従事者を受入れたＳＰＣ（特別目的会社）が設立及び運営する高度
医療センター等において行われる活動は、ご指摘の｢外国人研究者の研究活動
とその成果を利用して行う事業を経営する活動｣にほかならず、特定事業501～
503の趣旨に合致するものと考えます。当趣旨を踏まえれば、外国人研究者の研
究活動成果を利用した事業を、ＳＰＣ（特別目的会社）が設立及び運営する高度
医療センター等において、当該外国人以外の者が行うことにより新規事業の創出
等が促される場合についても、特例の対象とされてしかるべきであり、当事業の
対象を｢外国人研究者自らが経営する活動｣に限定する根拠が見あたらないと考
えます。

・いかなる活動を想定しているのか不明であるが，
当該｢医療従事者｣の行う活動が，医療行為ではな
く，構造改革特別区域法第２１条の特定研究活動に
該当すれば，特定事業501～503に該当するものと
思われる。 なお、当該研究者が研究活動と併せて
当該研究活動の成果を利用して行う事業の経営を
行う際は、特定研究事業活動を行うものとして特定
事業501～503の適用を受けることとなる。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

・当提案における｢医療従事者｣が行う活動は、我
が国の資格免許を必要とする医療行為ではなく、
あくまでも我が国の制度の枠組みの中で可能な
業務を行う活動を想定しております。特定事業
501～503及び現行法制度上で対応が可能と解し
ます。

・外国人研究者の研究活動成果を利用した事業
を、SPC(特別目的会社)が設立及び運営する高
度医療センター等において、当該外国人以外の
者が行うことにより新規事業の創出等が促される
場合についても、特例の対象とされるものと解し
てよいでしょうか。特定事業501～503の趣旨を踏
まえれば、当事業の対象を「外国人研究者自ら
が経営する活動」に限定する根拠が見当たらな
いと考えます。

D－
２

－
・従事しようとする活動内容が特定事業５０１～５
０３の要件を満たすものあれば、当該特例措置
が適用されることとなる。

1074 10741050

　外国人医療従事者（高度
医療・遠隔医療等従事者）
の日本国内への受入れを
促進する。別表１「番号５０
１，５０２，５０３外国人研究
者受入れ促進事業」の特
例措置の内容の一部を変
更する。

　国際研修センター及び
高度医療センター・付属
病院の整備に伴い，海
外からの医療従事者
（高度医療・遠隔医療等
従事者）の受入れを促
進するため，当該外国
人とその家族の在留期
間を最大５年に伸長す
る。

北海道旭川
市、三井物産
株式会社

国際交流拠点形
成プロジェクト

0530170

研修の在
留期間の
伸長並び
に新たな
在留資格
による就労
の認定

出入国管理及び難
民認定法第２条の
２第３項
出入国管理及び難
民認定法施行規則
第３条，別表第２

研修，実習を合
わせ，滞在期
間は３年以内と
されている。

Ｃ Ⅲ

研修と技能実習を合わせて最長
３年間の滞在が認められるが，こ
れは平成９年に各方面等からの
要望によって，最長２年間であっ
たものを最長３年間に延長した経
緯がある。
一方，低賃金労働力としての研修
制度の悪用事案など問題が払拭
されない現状が依然としてあり，
また，研修制度の趣旨と単純労
働者受入れとの相違という観点
からも，現行以上に滞在期間の
延長を認めることは適当でない。
なお，看護師・介護福祉士の就労
及び在留資格については，ＥＰＡ
の枠組みの中で検討中である。

　研修施設及び研修生の管
理についての地方公共団体
の関与を条件に、提案を実
現できないか、右の提案主
体の意見も踏まえ、再度検
討し回答されたい。
　また、ＥＰＡの枠組みの中
で検討中とのことであるが、
具体的検討内容及びスケ
ジュールについて示された
い。

・ 当提案の趣旨は、経済協力の一環として政府により受入れられた研修生の受
け皿を制度面で整えようとするものであり、研修制度を低賃金労働力として悪用
しようとするものではありません。なお、滞在期間を３年から５年に伸長することに
より研修制度の悪用が助長されるという根拠が明らかでないと考えます。
・ 当提案では、当市が研修生の研修・実習の場として特定するＳＰＣ（特別目的
会社）による国際研修センター等において研修生の管理を行うことを想定してい
ます。ご指摘の｢研修制度の趣旨と単純労働者受入れとの相違という観点｣と、滞
在期間の伸長との関係が明らかでないと考えます。

・在留資格「研修」については、低賃金労働者として
の研修制度の悪用事案などの問題が払拭されない
現状が依然としてある以上、まずはこれらの問題が
解消されなければ滞在期間の延長を含めた制度の
緩和措置を執ることは一切できない。　なお、研修
制度の趣旨と単純労働者受入れとの相違という観
点とは、本来の研修制度の趣旨に反して，いわゆる
単純労働者としての受入れ事例が多発しているとい
う実態を勘案すれば、これらの問題を是正しないま
ま緩和措置を執ることは困難との趣旨である。
・ＥＰＡの交渉については、外交交渉中であるので回
答は差し控えさせていただく。なお、本提案は看護
師・介護福祉士が在留資格「研修」として受け入れら
れるとの想定に基づいた提案であるが、どのような
在留資格で受入れていくかについては検討中であ
る。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

・当提案の趣旨は、経済協力の一環として政府に
より受入れられた研修生の受け皿を制度面で整
えようとするものであり、当市が研修生の研修・
実習の場として特定するSPC(特別目的会社)に
よる国際研修センター等において研修生の管理
を行うことを想定しています。このため、ご指摘の
悪用事案などの問題は生じないと考えます。　再
検討をお願いします。

・当提案の看護士・介護福祉士の在留資格につ
いては、当提案の趣旨を踏まえ、ご検討をお願い
します。

Ｃ Ⅲ

・研修・技能実習制度については、厳格な要件を
課しているにも関わらず、低賃金労働者を確保
する手段として悪用される等の事例が多発して
いることから、まずは制度の適正な運用を図って
いくことが重要と考えており、現時点で新たな緩
和措置をとることはできない。

1074 10741060

　海外からの看護・介護研
修生の研修ビザによる在
留期間を５年間に伸長し，
更に看護師・介護福祉士
が国内資格を取得した場
合に新たな在留資格によ
る就労が一定期間認めら
れるよう制度化する。

　　国際研修センター及
び高度医療センター・付
属病院の整備に伴い，
海外からの看護・介護
研修生の研修，技能実
習など人材育成を促進
させるため研修ビザに
よる在留期間を５年間
に伸長し，短期間では
習得し難い技術等の習
得を容易にするととも
に，看護師・介護福祉士
が国内資格を取得した
際に新たな在留資格に
よる就労が一定期間認
められるよう制度化す
る。

北海道旭川
市、三井物産
株式会社

国際交流拠点形
成プロジェクト

0530180

海外研修
生受入れ
機関にお
ける受入
れの促進

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

「研修」の在留
資格について，
受入れ機関の
常勤の職員の
総数に対する
研修生の受入
れ人数が要件
とされている。

Ｃ Ⅲ

「研修」の在留資格については，
既に特定事業506において地方
公共団体による指導等積極的な
関与が行われていることを条件と
して，受入れ人数枠に係る要件を
緩和する措置を執っている。
一方，低賃金労働力としての研修
制度の悪用事案など問題が払拭
されない現状が依然としてあり，
また，研修制度の趣旨と単純労
働者受入れとの相違という観点
からも，人数制限を撤廃し各施設
が定員を設定できるようにするこ
とはできない。

　特定事業５０６は、受入れ
機関の常勤職員総数が５０
人以下の場合に限られた特
例措置である。
　他方、提案主体は５０人以
上の場合についての要件緩
和を求めているものであり、
例えば、地方公共団体によ
る指導等積極的な関与が行
われていること、研修施設を
限定すること等を条件に、５
０人以上の場合も人数枠の
要件が緩和できないか、右
の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答された
い。

・ 特定事業506において、人数要件の一部が緩和されていることは承知していま
す。
・ 当提案の趣旨は、経済協力の一環として政府により受入れられた研修生の受
け皿を制度面で整えようとするものであり、研修制度を低賃金労働力として悪用
しようとするものではありません。なお、人数制限を撤廃することにより研修制度
の悪用が助長されるという根拠が明らかでないと考えます。
・ 当提案では、当市が研修生の研修・実習の場として特定するＳＰＣ（特別目的
会社）による国際研修センター等において研修生の管理を行うものであり、受入
れ人数は１００人程度を想定しております。ご指摘の｢研修制度の趣旨と単純労
働者受入れとの相違という観点｣と、人数制限の撤廃との関係が明らかでないと
考えます。

・在留資格「研修」については、低賃金労働者として
の研修制度の悪用事案などの問題が払拭されない
現状が依然としてある以上、まずはこれらの問題が
解消されなければ滞在期間の延長を含めた制度の
緩和措置を執ることは一切できない。　なお、研修
制度の趣旨と単純労働者受入れとの相違という観
点とは、本来の研修制度の趣旨に反して，いわゆる
単純労働者としての受入れ事例が多発しているとい
う実態を勘案すれば、これらの問題を是正しないま
ま緩和措置を執ることは困難との趣旨である。特定
事業506において受入れ機関の常勤職員総数が５０
人以下の場合に限られているのも、こうした現状を
踏まえたものである。なお、506については、すでに
これまで適用された特区においても問題が発生して
おり、更なる緩和措置は困難である。
・本提案は、看護師・介護福祉士が在留資格「研修」
として受け入れられるとの想定に基づいた提案であ
るが、どのような在留資格で受入れていくかについ
ては検討中である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

・当提案の趣旨は、経済協力の一環として政府に
より受入れられた研修生の受け皿を制度面で整
えようとするものであり、当市が研修生の研修・
実習の場として特定するSPC(特別目的会社)に
よる国際研修センター等において研修生の管理
を行うことを想定しています。このため、ご指摘の
悪用事案などの問題は生じないと考えます。　再
検討をお願いします。

・当提案の看護士・介護福祉士の在留資格につ
いては、当提案の趣旨を踏まえ、ご検討をお願い
します。

Ｃ Ⅲ

・研修・技能実習制度については、厳格な要件を
課しているにも関わらず、低賃金労働者を確保
する手段として悪用される等の事例が多発して
いることから、まずは制度の適正な運用を図って
いくことが重要と考えており、現時点で新たな緩
和措置をとることはできない。

1074 10741070

　海外研修生の受入れ機
関において，当該機関が
実施する研修の中に実務
研修が含まれている場合，
その人数制限を撤廃し各
施設が定員を設定できる
ようにすることで，看護・介
護等海外研修生の受入れ
を促進する。

 　国際研修センター及
び高度医療センター・付
属病院の整備に伴い，
海外からの看護・介護
研修生の研修，技能実
習など人材育成を促進
させるため，当該セン
ターを含む海外研修生
の各受入れ機関におい
て当該機関が実施する
研修の中に実務研修が
含まれている場合，そ
の人数制限を撤廃し各
施設が定員を設定でき
るようにする。

北海道旭川
市、三井物産
株式会社

国際交流拠点形
成プロジェクト

0530190

研修・実習
後受入企
業の援助
を得て投
資経営の
在留資格
を得る特例

- ー Ｃ Ⅲ

研修・技能実習制度は、修得した
技術等の移転を行い、他国の発
展に資する人材の育成を通じて
国際貢献を促進するものであり、
研修・技能実習終了後の定住化
を促すような措置を執ることはで
きない。
また，研修・技能実習生について
は、事実上労働者として扱う等の
問題事例が多発しており、まずは
現行制度の運用の厳格化を図る
必要があるため、要件緩和の措
置を執ることは困難である。

　研修・技能実習制度につい
ての根拠となる法令等及び
制度の現状を示されたい。

・根拠法令等：出入国管理及び難民認定法第７条第
１項第２号の基準を定める省令，技能実習制度に係
る出入国管理上の取扱いに関する指針第１
・制度の現状：在留資格「研修」は、国際間の技術移
転を図ることを目的として創設されたものであり、基
準省令においても「申請人が・・・国籍又は住所を有
する国に帰国後本邦において修得した技術、技能
又は知識を要する業務に従事することが予定されて
いること。」が要件として定められている。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

多人数いる研修で、少数の人が我国で会社を経
営し、さらに研修生を受け入れて母国へ貢献する
ことは、現状の国際貢献をさらに向上させるもの
と考える。
なお、研修後どの程度の日数を母国で従事すれ
ばよいのか示されたい。

Ｃ Ⅲ

・在留資格「研修」は、「再検討要請に対する回
答」にも記載しているとおり、国際間の技術移転
を図ることを目的として創設されたものであり、本
国に帰国後、本邦において修得した技術，技能
又は知識を要する業務に従事することが予定さ
れていることを要件とするものである。
従って、そもそも我が国において就労することを
予定している者は、その対象とならない。

1149 11491010

研修実習終了後、その企
業の援助を受け投資・経営
の在留資格（就労）を得
る。

投資額の一部仕事の一
部提供等当初（１～３年
ぐらい）は援助、応援
し、その後は完全独立さ
せる。

株式会社　精
機資料社

外国人研修生の
後継者（投資・経
営）としての在留
資格認可依頼



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530200

研修後後
継者となる
ための在
留資格の
特例

- － Ｃ Ⅲ

事実上労働者として扱う等の問題
事例が多発していること及び他国
の発展に資する人材の育成を通
じての国際貢献という研修制度の
目的に照らせば，研修・技能実習
終了後の定住化を促すような措
置を執ることはできない。

　研修・技能実習制度につい
ての根拠となる法令等及び
制度の現状を示されたい。

・根拠法令等：出入国管理及び難民認定法第７条第
１項第２号の基準を定める省令，技能実習制度に係
る出入国管理上の取扱いに関する指針第１
・制度の現状：在留資格「研修」は、国際間の技術移
転を図ることを目的として創設されたものであり、基
準省令においても「申請人が・・・国籍又は住所を有
する国に帰国後本邦において修得した技術、技能
又は知識を要する業務に従事することが予定されて
いること。」が要件として定められている。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

事実上、労働者として扱う等の問題事例が多発
しているからといって、事実そうでない人も、そう
であるかのような措置をとることは問題である。
労働者として扱わないことが担保するものがあれ
ばよいのか。具体的な例を示して回答されたい。

Ｃ Ⅲ

・在留資格「研修」は、「再検討要請に対する回
答」でも記載しているとおり、国際間の技術移転
を図ることを目的として創設されたものであり、基
準省令においても「申請人が・・・国籍又は住所
を有する国に帰国後本邦において修得した技
術、技能又は知識を要する業務に従事すること
が予定されていること。」が要件として定められて
いる。
・なお、研修・技能実習制度については、厳格な
要件を課しているにも関わらず、低賃金労働者
を確保する手段として悪用されるだけでなく、研
修・技能実習生の失踪や人権侵害等の問題が
多発していることから、まずは制度の適正な運用
を図っていくことが重要と考えており、現時点で
新たな緩和措置をとることはできない。

1149 11491020
研修実習終了後、その企
業の後継者となる場合、在
留資格（就労）を得る。

後継者の適任者がいな
いので廃業となるが、事
業が継続でき、経済効
果、地域活性化につな
がる。

株式会社　精
機資料社

外国人研修生の
後継者（投資・経
営）としての在留
資格認可依頼

0530210

在留資格
認定書の
不交付理
由の明確
化

- - Ｃ Ⅲ

不交付理由については，処分の
告知の際，「在留資格該当性によ
るもの」，「上陸許可基準適合性
によるもの」及び「上陸拒否事由
に該当するもの」等としてその理
由を示すこととしている。
本提案については，「会社の経営
権を譲渡すれば交付が可能とな
るとのこと」とあることから，不交
付理由についての説明がなされ
たものと思われる。

　不交付理由については、そ
の理由を示すこととしてい
る、と回答にあるが、これは
何により規定されているのか
示されたい。
　また、提案主体の「会社の
経営権を譲渡すれば交付が
可能となるとのことだが、こ
れはどの規制に関係するの
か」については貴省から回答
がなされていないので、この
部分についても併せて回答
されたい。

・不交付の理由説明については、法的根拠はないも
のの，行政の説明責任の観点から入国・在留審査
要領において定めらているものである。
・在留資格「投資・経営」については，入管法別表第
１の２の表の「投資・経営」の項の下欄に掲げる活動
であって，同法第７条第１項第２号の基準を定める
省令の表の「入管法別表第１の２の表の投資・経営
の項の下欄に掲げる活動」の項の下欄に定める基
準を満たす必要がある。同基準のひとつには，「当
該事業がその経営又は管理に従事する者以外に２
人以上の本邦に居住する者・・・で常勤の職員が従
事して営まれる規模のものであること。」が定められ
ているところ，規制改革の推進に関する第３次の答
申等を受け，ガイドラインを策定して公開している。
法務省では，法令に基づき審査し許否を判断してい
る。
・なお，不交付理由は個別案件についてのものであ
り会社の経営権の譲渡が何に関連してのものであ
るかについて一般的に回答することはできない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

回答の中に同基準のひとつは「当該事業がその
経営又は管理に従事する者以外に２人以上の本
邦に居住する者・・・で常勤の職員が従事して営
まれる規模のものであること。」とあるが、この要
件が満たされている場合、他にどのような理由に
より不交付となるのか示されたい。

Ｄ－
１

－

・投資・経営の在留資格は、外国人又は外国法
人が、我が国に相当額の投資を行い、本邦にお
いてその投資している事業の経営・管理に従事
する活動であり、在留資格「投資・経営」に係る
活動については、入管法別表第一の二の表の
投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当する
ほか、活動内容に応じて基準省令に規定するす
べての基準を満たす必要がある（基準省令は下
記※）。
・これらの在留資格該当性や基準適合性につい
ては、提出された書類をもとに総合的に判断を
行っている。
・なお、個別の事案については、この機会に回答
できるものではない。

1149 11491030
在留資格認定書が不交付
となった場合、その具体的
理由を明確にする。

研修生を後継者とする
ため、在留資格の認定
申請をしているが、理由
が不明なまま不交付と
される。よって、不交付
の具体的理由を明確に
する。

株式会社　精
機資料社

外国人研修生の
後継者（投資・経
営）としての在留
資格認可依頼

※
一　申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開
始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
　イ　当該事業を営むための事業所として使用する施設が
本邦に確保されていること。
　ロ　当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に
二人以上の本邦に居住する者（法別表第一の上欄の在留
資格をもって在留する者を除く。）で常勤の職員が従事して
営まれる規模のものであること。
二　申請人が本邦における貿易その他の事業に投資して
その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本
邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人（外国法
人を含む。以下この項において同じ。）若しくは本邦におけ
る貿易その他の事業に投資している外国人に代わってそ
の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする
場合は、次のいずれにも該当していること。
　イ　当該事業を営むための事業所が本邦に存在するこ
と。
　ロ　当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に
二人以上の本邦に居住する者（法別表第一の上欄の在留
資格をもって在留する者を除く。）で常勤の職員が従事して
営まれる規模のものであること。
三　申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従
事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年
以上の経験（大学院において経営又は管理に係る科目を
専攻した期間を含む。）を有し、かつ、日本人が従事する
場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

0530220

外国人弁
護士による
本邦弁護
士の雇用
要件の緩
和

-

外国法事務弁
護士（以下「外
弁」という。）と
弁護士は，組
合契約その他
の継続的な契
約により，法律
事務を行うこと
を目的とする共
同事業を営むこ
とができる。

D-1 -

　従前は，外弁が弁護士を雇用す
ることは禁止され（改正前の外国
弁護士による法律事務の取扱い
に関する特別措置法第４９条第１
項。以下，同法を「外弁法」とい
う。），また，外弁が弁護士と営む
ことができる共同事業について
も，原則禁止とされた上（改正前
の外弁法第４９条第２項），一定
の経験年数を満たす特定の弁護
士との間で一定の限られた法律
事務を目的とする場合に限り許容
されていた（特定共同事業：改正
前の外弁法第４９条の２）。しか
し，平成１７年４月１日，改正外弁
法が完全施行され，これにより，
上記各規制が撤廃されるに至り，
外弁による弁護士の雇用が解禁
されたほか，外弁と弁護士の共同
事業も自由化されて（外国法共同
事業：外弁法第２条第１５号），弁
護士及び外弁のそれぞれの職務
を通じ，包括的・総合的な法律
サービスに対処できることとなっ
た。

1080 10801040
外国人弁護士が雇用者と
なり、本邦弁護士と共同で
弁護士業務を行なう

当該地域内で起業した
外国人に対し、言語の
障壁をクリアーし、効率
的効果的な法律サポー
トが可能となる

株式会社イー
スト・インター
ナショナル、日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

外国人起業家特
区

0530230

外国人企
業家の在
留期間の
延長

出入国管理及び難
民認定法第２条の
２第３項
出入国管理及び難
民認定法施行規則
第３条，別表第２

外国人の適正
な在留管理を
図ることを目的
として，最長３
年の一定期間
ごとに外国人の
在留中の活動
状況等を確認
し，引き続き在
留を認めること
の可否を決定
する仕組みと
なっている。

Ｃ Ⅰ

外国人研究者については，一定
の研究分野について研究から起
業までの在留期間を認めることに
より産業の育成を支援するという
目的から，また，外国人IT技術者
については，情報処理産業を支
える技術者の受入れ促進及び大
学等との連携によるIT技術に係る
技術開発に相当の期間を要する
場合があることを踏まえ，その確
保を図る目的から在留期間の特
例を認めたものであり，要望にあ
るような在留期間の特例を講じる
ことは困難である。
なお，在留期間が最長３年である
ことは，３年以上の継続した在留
ができないということではない。

高度人材として想定する範
囲につき、１７年度中に措置
予定の検討内容及びそのス
ケジュールを回答されたい。

高度人材のうち外国人研究者及び外国人情報処理
技術者については，特区における特定事業として在
留期間の伸長（５年）措置をとっているところ，当該
措置は，本年度中に全国展開する（平成１８年通常
国会に入管法改正案を提出する。）こととしている。
なお，本措置は入管法の改正を伴うものであり，現
段階で具体的な期日は決定していない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

外国人起業家は、わが国経済活性化の担い手と
して、外国人研究者及び外国人ＩＴ技術者と同様
に優遇されてしかるべきと考えます。在留期間が
３年であることは、３年以上の継続した在留がで
きないということではない、という理由は、外国人
研究者及び外国人ＩＴ技術者に対してもも言える
ことですから、本件不可の理由としては納得でき
ません。グローバル時代のわが国活性化という
骨太方針に基づき、前向きにご検討下さるようお
願いします。

Ｃ Ⅰ

・外国人研究者及び外国人情報処理技術者につ
いては、研究活動や当該研究活動の成果を利用
した事業を経営する活動等、長期にわたっての
活動が必要となることが想定されることから、当
該外国人研究者等に係る在留期間の伸長を特
例的に認めているものである。
・なお、高度人材に係る在留期間の伸長につい
ては、規制改革・民間開放推進会議等における
議論を踏まえつつ、検討を行っていくこととしてい
る。

1080 10801050
当該地域内の外国人起業
家に対し、最長5年の在留
資格を認める

同左

株式会社イー
スト・インター
ナショナル、日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

外国人起業家特
区



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530240

在留資格
「投資・経
営」の資格
要件の緩
和

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

「投資・経営」の
在留資格につ
いては，経営を
行う外国人につ
いて，投資の規
模として，「２人
以上の本邦に
居住する者で
常勤の職員が
従事して営まれ
る規模のもので
あること」が要
件とされてい
る。
また，事業の管
理を行う外国人
については，事
業の経営又は
管理について３
年以上の経験
（大学院におい
て経営又は管
理に係る科目
を専攻した期間
を含む。）要件
が課されてい
る。

Ｃ Ⅲ

投資・経営の在留資格は日米通
商航海条約第１条等の規定を受
けて相当額の資本を投資した企
業の経営者，管理者について，そ
の活動が専門的技術，知識等を
要するか否かに関わりなく，入国
を認めるものであり，投下した資
本が満たない者については，政
府の外国人労働者政策の下で人
文知識・国際業務，技術等他の
在留資格で入国すべきであり，投
資要件等の緩和は困難である。
就業経験要件については，専門
的・技術的分野の外国人労働者
を受け入れるという政府の基本方
針の下，現在の在留資格は構築
され，当該要件はこれを担保する
ために設けられているものである
ことから，当該要件の緩和は困難
である。

「投資・経営」の在留資格要
件である２名以上の常勤雇
用と５００万円以上の投資に
つき、なぜそのような基準に
なっているのか、その根拠及
び考え方を示されたい。ま
た、５００万円以上の投資要
件については制度の現状欄
に記載がないが、何により規
定されているのか、併せて示
されたい。

･在留資格「投資・経営」に係る「２人以上の常勤職
員が従事して営まれる規模」の要件は，規模の要件
であり，本邦に居住する２人以上の常勤職員が従事
して営まれる「規模」が確保されていれば，必ずしも
２人以上の常勤職員を雇用することが適合要件とな
るものではない。そこで，その「規模」を具体的に数
値としたのが投資額５００万円の要件であり，在留
資格「投資・経営」のガイドラインとして通達により措
置している。
・規模の要件は，基準であるとともに「投資・経営」の
在留資格に該当するためにも必要であり，日米通商
航海条約の定める「相当額の投資」に由来するもの
である。従って，当該要件を緩和する場合には，平
等の観点から我が国だけが行うことは適当でない。
・また，実務要件は，管理者については，専門的技
術，知識を要する業務に従事する外国人を受入れ
るとの外国人労働者に関する政府方針に基づき，
そのような活動を行うことができる能力を有すること
につき実務経験により担保しているものであり，他
の在留資格における実務要件が１０年以上であるこ
とと比すれば，相当であると考える。
　以上のことから，当該要件を緩和することはできな
い。

500万円の基準が設
定された背景・要因
について説明された
い。また、日米通商
航海条約における５
００万円の規定が中
国などの他の諸外
国にまで波及する理
由を回答されたい。

Ｃ Ⅲ

・５００万円は、相互に有益な投資を促進すると
の精神の下に締結された日米通商航海条約第
一条の「相当な額」を運用するものであり、投下
した資本を維持発展させるため、投資者が自ら
来日し又は経営者を派遣するために必要な金額
として考えられている。
・同条約は最恵国待遇の原則を基礎として締結
されているところ、投資額の要件を緩和すること
は、米国において投資活動を行う本邦の企業に
不利益をもたらすだけでなく、中国に対して緩和
措置をとることにより米国等からも同等の措置が
求められることが想定されるが、あくまでも条約
の交渉は政府全体としての総合的な判断により
行われることが必要であることから、当該緩和措
置をとることはできない。

1183 11831010

現行の資格取得の要件で
ある
①日本に居住する2人以上
の従業員を雇用すること
②500万以上の投資
いずれかを満たし、また3
年以上の経験が必要であ
るという規制を完全に撤廃
し、「投資・経営」の在留資
格の取得を容易にする。

日本起業家協会の会員
である外国人起業家に
対して、事務所の開設
ならびに経営面・資金面
等において創業支援を
行う。また川崎市では、
かながわサイエンス
パークやＴＨＩＮＫなど起
業家を支援する自治体
や任意団体等が多く存
在するので、それらと協
力体制の下、日本経済
の活性化に一役買うよ
うな外国人起業家を集
め育て、成長企業として
確立するまでサポート
する。また、官民一体と
なり問題等に取り組み、
厳しい事後規制を含め
た外国人起業支援のシ
ステム化を目指したい。

日本起業家協
会

外国人起業家を
支援し川崎市に
産業イノベーショ
ン地区を形成す
る構想

0530250

「投資・経
営」に関す
る在留期
間の延長

出入国管理及び難
民認定法第２条の
２第３項
出入国管理及び難
民認定法施行規則
別表第２

外国人の適正
な在留管理を
図ることを目的
として，最長３
年の一定期間
ごとに外国人の
在留中の活動
状況等を確認
し，引き続き在
留を認めること
の可否を決定
する仕組みと
なっている。

Ｃ Ⅰ

外国人研究者については，一定
の研究分野について研究から起
業までの在留期間を認めることに
より産業の育成を支援するという
目的から，また，外国人IT技術者
については情報処理産業を支え
る技術者の受入れ促進及び大学
等との連携によるIT技術に係る技
術開発に相当の期間を要する場
合があることを踏まえてその確保
を図る目的から在留期間の特例
を認めたものであり，要望にある
ような在留期間の特例を講じるこ
とは困難である。

高度人材として想定する範
囲につき、１７年度中に措置
予定の検討内容及びそのス
ケジュールについて示された
い。
また、右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

・外国人研究者が、一定の研究分野について研究から起業までの在留期間を認
めることにより産業の育成を支援するという目的から、また、外国人情報処理技
術者が、情報処理産業を支える技術者の受け入れ促進及び大学等との連携に
よるIT技術に係る技術開発に相当の期間を要する場合があることを踏まえてそ
の確保を図る目的から在留期間の特例を認めたものであれば、それらの受け皿
となり得る産業活動のプレーヤーである外資系企業の経営者の在留期間の延長
も認められるべき。ベンチャー企業等が、起業ないし事業所を新設してから事業
活動を軌道に乗せるまで３年間、黒字等を計上するためにはそれから２年間は必
要。よって、地域産業の育成を図る観点から５年間の在留期間の延長は妥当と
考える。
・アジアビジネス拠点の一翼を担うＩＴ関連の国内外企業の集積（クラスター）を図
ることは、本地域におけるIT関連を中心とした産業の競争力を強化するうえで必
要不可欠。現在、首都圏の開発案件を本地域で行うプロジェクトを計画中。この
計画では、ブリッジSEの養成も含めたアジアを中心とする外資系企業の協力が
不可欠であり、外資系企業進出の促進は、地域産業活性化に寄与するものであ
る。

・高度人材のうち外国人研究者及び外国人情報処
理技術者については，特区における特定事業として
在留期間の伸長（５年）措置をとっているところ，当
該措置は，本年度中に全国展開する（平成１８年通
常国会に入管法改正案を提出する。）こととしてい
る。なお，本措置は入管法の改正を伴うものであり，
現段階で具体的な期日は決定していない。
・特区における外国人研究者の受入れ促進事業
は，専門的・技術的分野における高度人材の受入
れ促進を目的するものである。
　よって，本提案を措置することはできない。

500万円の基準が設
定された背景・要因
について説明された
い。また、日米通商
航海条約における５
００万円の規定が中
国などの他の諸外
国にまで波及する理
由を明らかにし、右
の提案主体の意見
を踏まえ、再度回答
されたい。

・貴省の回答では、「特区における外国人研究者
の受入れ促進事業は、専門的・技術的分野にお
ける高度人材の受入れ促進を目的とするもので
ある。よって、本提案を措置することはできな
い。」とあるが、当該説明は、専門的・技術的分野
における高度人材以外の外国人の受入れは、法
務省として一切促進できないから当該提案も認
められないということか。もし、そうであれば、そ
のような方針を定められた経緯について、ご教示
いただきたい。
・当初の貴省の回答では、「産業の育成を支援す
るという目的」、「技術開発に相当の期間を要す
る場合があることを踏まえてその確保を図る目
的」で、特例を認めたものとあるが、上記再検討
要請の回答は、このような目的で他の特例措置
を認めることまで今後は否定するというものか、
ご教示いただきたい。
・もし、専門的・技術的分野における高度人材以
外の外国人受入れについてもなお検討の対象と
なり得て、当初の貴省の回答がなお生きているも
のであれば、同様に産業の育成を支援し、期間
を確保するために、「投資・経営」資格についても
検討の対象となり得るものと思われるが、当該提
案を実現する場合に弊害が考えられるのであれ
ば、当該理由をご教示いただきたい。

Ｃ Ⅰ

・「特区における外国人研究者の受入れ促進事
業は、・・・本提案を措置することはできない。」と
は、専門的、技術的分野における外国人労働者
を積極的に受け入れていく一方、現在では専門
的、技術的な分野に該当するとは評価されてい
ない分野における外国人労働者の受入れについ
ては着実に検討していくとの趣旨であり、これ
は、第３次出入国管理基本計画に掲げている。
・外国人研究者及び外国人情報処理技術者につ
いては、研究活動や当該研究活動の成果を利用
した事業を経営する活動等、長期にわたっての
活動が必要となることが想定されることから、当
該外国人研究者等に係る在留期間の伸長を特
例的に認めているものであるところ、在留資格
「投資・経営」にはそのような特段の事情は認め
られず、また、例えば外国人投資家が、投資先
である外国人研究者や技術者とともに在留し、
投資し続けなければならないわけではない（長期
の投資計画であっても、問題等があれば投資家
は研究者や技術者の意思に関わらず資本を引
き揚げることは可能であるし、海外にいながらに
して我が国に対する投資・経営活動を行うことも
できる。）ことから、現時点において、外国人研究
者等に認められている特例措置を一律に外国人
投資家にまで拡大する理由はないと考える。

1196 11961030

「投資・経営」に関する在留
資格において、その在留
期間が３年又は１年という
要件を緩和し、５年に延長
する。

「投資・経営」に関する
在留資格における在留
期間の延長を行い、継
続的かつ安定的な事業
活動を行うことができる
環境を整備することによ
り、特区内におけるＩＴ関
連産業集積の促進を図
るもの。

福岡県、飯塚
市

飯塚アジアＩＴ特
区

・ベンチャー企業については、外国人研究者（情
報処理技術者）が直接起業する場合だけでなく、
外国人投資・経営者と外国人研究者（技術者）が
一緒になって立ち上げている状況があり、単に外
国人研究者（情報処理技術者）の在留期間延長
だけでは、企業の集積を図ることが困難なことか
ら提案しているものであり、再度特区の基本方針
に言う「少なくとも特区において実現するために
はどうすればいいか。」という方向で検討いただ
きたい。

・５００万円は、相互に有益な投資を促進すると
の精神の下に締結された日米通商航海条約第
一条の「相当な額」を運用するものであり、投下
した資本を維持発展させるため、投資者が自ら
来日し又は経営者を派遣するために必要な金額
として考えられている。
同条約は最恵国待遇の原則を基礎として締結さ
れているところ、投資額の要件を緩和すること
は、米国において投資活動を行う本邦の企業に
不利益をもたらすだけでなく、中国に対して緩和
措置をとることにより米国等からも同等の措置が
求められることが想定されるが、あくまでも条約
の交渉は政府全体としての総合的な判断により
行われることが必要であることから、当該緩和措
置をとることはできない。

0530260
「投資・経
営」資格の
要件緩和

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

「投資・経営」の
在留資格につ
いては，経営を
行う外国人につ
いて，投資の規
模として，「２人
以上の本邦に
居住する者で
常勤の職員が
従事して営まれ
る規模のもので
あること」が要
件とされてい
る。
また，事業の管
理を行う外国人
については，事
業の経営又は
管理について３
年以上の経験
（大学院におい
て経営又は管
理に係る科目
を専攻した期間
を含む。）要件
が課されてい
る。

Ｃ Ⅲ

投資・経営の在留資格は日米通
商航海条約第１条等の規定を受
けて相当額の資本を投資した企
業の経営者，管理者について，そ
の活動が専門的技術，知識等を
要するか否かに関わりなく，入国
を認めるものであり，投下した資
本が満たない者については，政
府の外国人労働者政策の下で人
文知識・国際業務，技術等他の
在留資格で入国すべきであり，投
資要件等の緩和は困難である。
就業経験要件については，専門
的・技術的分野の外国人労働者
を受け入れるという政府の基本方
針の下，現在の在留資格は構築
され，当該要件はこれを担保する
ために設けられているものである
ことから，当該要件の緩和は困難
である。

右の提案主体の意見を踏ま
え、「投資・経営」の在留資格
要件である２名以上の常勤
雇用と５００万円以上の投資
につき、なぜそのような基準
になっているのか、その根拠
及び考え方を示されたい。ま
た、５００万円以上の投資要
件については制度の現状欄
に記載がないが、何により規
定されているのか、併せて示
されたい。

平成１５年に経済産業省の「外国企業誘致モデル地区」に選定された本市は、現
在北九州市国際物流特区の規制緩和等を活用し、外国企業の誘致活動を積極
的に行っているところである。また、本市は上海に経済事務所を福岡県・福岡市
と共同で設置するなど、外国企業のなかでも主に中国企業をターゲットとして誘
致活動を進めている。今回の規制緩和の提案であるが、本市において日本に進
出を果たした中国企業からヒアリングを行ったところ、投資・経営要件が日本への
企業進出における最大のネックであったとの意見をもらったところである。これか
ら中国企業の誘致を積極的に推進していくために様々な環境整備を行っていき
たい本市にとってもこの要件の規制緩和が是非とも必要である。
そこで、今回の規制緩和の回答に対する意見であるが、
　①日米通商航海条約と中国からの入国とにどのような関係があるか理解でき
ない。合理的な回答を求める。
　②相当額の資本の額を５００万円とした根拠を示していただきたい。もっと少な
い金額でもよいのではないか。
　③常勤職員の２名以上の雇用義務の規制緩和に関する回答がなされていない
ので、回答を求める。

･在留資格「投資・経営」に係る「２人以上の常勤職
員が従事して営まれる規模」の要件は，規模の要件
であり，本邦に居住する２人以上の常勤職員が従事
して営まれる「規模」が確保されていれば，必ずしも
２人以上の常勤職員を雇用することが適合要件とな
るものではない。そこで，その「規模」を具体的に数
値としたのが投資額５００万円の要件であり，在留
資格「投資・経営」のガイドラインとして通達により措
置している。
・規模の要件は，基準であるとともに「投資・経営」の
在留資格に該当するためにも必要であり，日米通商
航海条約の定める「相当額の投資」に由来するもの
である。従って，当該要件を緩和する場合には，平
等の観点から我が国だけが行うことは適当でない。
・また，実務要件は，管理者については，専門的技
術，知識を要する業務に従事する外国人を受入れ
るとの外国人労働者に関する政府方針に基づき，
そのような活動を行うことができる能力を有すること
につき実務経験により担保しているものであり，他
の在留資格における実務要件が１０年以上であるこ
とと比すれば，相当であると考える。
以上のことから，当該要件を緩和することはできな
い。

500万円の基準が設
定された背景・要因
について説明された
い。また、日米通商
航海条約における５
００万円の規定が中
国などの他の諸外
国にまで波及する理
由を明らかにし、右
の提案主体の意見
を踏まえ、再度回答
されたい。

本市の再検討要請に対して全く回答がなされて
いない。再度、下記の３点について回答を求め
る。
①投資額５００万円の根拠
②常勤職員２名以上の雇用義務の規制緩和に
関する回答
②日米通商航海条約に由来する「平等の観点」と
中国からの入国にどのような関係があるのか
※本市の提案は、特区として本市においてのみ、
対象とする国（中国）を限っての提案であるので、
その観点からの回答を求める。

Ｃ Ⅲ

・５００万円は、相互に有益な投資を促進すると
の精神の下に締結された日米通商航海条約第
一条の「相当な額」を運用するものであり、投下
した資本を維持発展させるため、投資者が自ら
来日し又は経営者を派遣するために必要な金額
として考えられている。
・同条約は最恵国待遇の原則を基礎として締結
されているところ、投資額の要件を緩和すること
は、米国において投資活動を行う本邦の企業に
不利益をもたらすだけでなく、中国に対して緩和
措置をとることにより米国等からも同等の措置が
求められることが想定されるが、あくまでも条約
の交渉は政府全体としての総合的な判断により
行われることが必要である。
なお、再々検討要請の②については、再検討要
請に対する回答のとおりである。

1250 12501010
「投資・経営」ビザを取得す
るための条件の緩和

本市が立地を勧める中
国企業（ＩＴ、貿易等）に
限り、
①当該規定の条件緩和
　・人員：２名⇒１名
　・雇用形態：常勤⇒非
常勤など
　・投資額の軽減　　又
は
②３年間の猶予期間を
設ける

北九州市
北九州市国際物
流特区計画



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530270

起業支援
措置のあ
る特区内
での投資・
経営在留
資格要件
の緩和

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

「投資・経営」の
在留資格につ
いては，経営を
行う外国人につ
いて，投資の規
模として，「２人
以上の本邦に
居住する者で
常勤の職員が
従事して営まれ
る規模のもので
あること」が要
件とされてい
る。
また，事業の管
理を行う外国人
については，事
業の経営又は
管理について３
年以上の経験
（大学院におい
て経営又は管
理に係る科目
を専攻した期間
を含む。）要件
が課されてい
る。

Ｃ Ⅲ

投資・経営の在留資格は日米通
商航海条約第１条等の規定を受
けて相当額の資本を投資した企
業の経営者，管理者について，そ
の活動が専門的技術，知識等を
要するか否かに関わりなく，入国
を認めるものであり，投下した資
本が満たない者については，政
府の外国人労働者政策の下で人
文知識・国際業務，技術等他の
在留資格で入国すべきであり，投
資要件等の緩和は困難である。
就業経験要件については，専門
的・技術的分野の外国人労働者
を受け入れるという政府の基本方
針の下，現在の在留資格は構築
され，当該要件はこれを担保する
ために設けられているものである
ことから，当該要件の緩和は困難
である。

右の提案主体の意見を踏ま
え、下記につき検討又は回
答されたい。
①「投資・経営」の在留資格
要件である２名以上の常勤
雇用と５００万円以上の投資
につき、なぜそのような基準
になっているのか、その根拠
及び考え方を示されたい。ま
た、５００万円以上の投資要
件については制度の現状欄
に記載がないが、何により規
定されているのか、併せて示
されたい。
②高度人材として想定する
範囲につき、１７年度中に措
置予定の検討内容及びその
スケジュールについて示され
たい。

アジア起業家村構想（国際環境特区）で進めるアジア起業家の育成は、創業時
点での投資よりも、将来における投資＝日本での資本形成を期待するというもの
です。優秀な人材のネットワークづくりが国際競争の重要なファクターになってい
る今日、制度的にも対応する必要があると考えております。対象起業家はアジア
出身者としてアジア経済圏の活力とネットワークを持っていますので、高い成長
力が期待できるそうしたアジア人起業家への支援を川崎で行うとともに、行政や
支援機関、NPOなどの積極的な関与により地域企業との取引機会を拡大するこ
とで、地域産業の再活性化の一助となるものと考えております。また、川崎をはじ
めとする京浜臨海部がこうしたアジア経済圏をにらんだハブ機能を持つことは、
ひいてはアジアの研究開発を先導する日本の新しい産業集積の形成にも貢献す
ることができ、将来的に日本の国益につながるものであると考えます。
　今般、会社法が改正され、内国民においては、投資条件の緩和、例えば、1円
株式会社が恒常化されました。こういった投資のハードルを下げることが、活力あ
る日本の企業社会を築く要件であることが共通認識になっているといえます。経
済界においてもすでにディスカウント・キャッシュフロー方式にみられるような株価
の設定に基づく、現在赤字でも将来の成長を見込んだ投資市場が認められ、数
多くの上場企業が誕生してきている状況もあります。

･在留資格「投資・経営」に係る「２人以上の常勤職
員が従事して営まれる規模」の要件は，規模の要件
であり，本邦に居住する２人以上の常勤職員が従事
して営まれる「規模」が確保されていれば，必ずしも
２人以上の常勤職員を雇用することが適合要件とな
るものではない。そこで，その「規模」を具体的に数
値としたのが投資額５００万円の要件であり，在留
資格「投資・経営」のガイドラインとして通達により措
置している。
・規模の要件は，基準であるとともに「投資・経営」の
在留資格に該当するためにも必要であり，日米通商
航海条約の定める「相当額の投資」に由来するもの
である。従って，当該要件を緩和する場合には，平
等の観点から我が国だけが行うことは適当でない。
・また，実務要件は，管理者については，専門的技
術，知識を要する業務に従事する外国人を受入れ
るとの外国人労働者に関する政府方針に基づき，
そのような活動を行うことができる能力を有すること
につき実務経験により担保しているものであり，他
の在留資格における実務要件が１０年以上であるこ
とと比すれば，相当であると考える。
　以上のことから，当該要件を緩和することはできな
い。

500万円の基準が設
定された背景・要因
について説明された
い。また、日米通商
航海条約における５
００万円の規定が中
国などの他の諸外
国にまで波及する理
由を明らかにし、右
の提案主体の意見
を踏まえ、再度回答
されたい。

ベンチャーの起業は、各種創業支援策（経済産
業省、文部科学省等）により国策として推進され
ております。活発なベンチャーの創業によって新
技術の実用化、新商品・サービスの供給、経営
手法の改革などが進められれば、雇用の増加、
地元等関連企業の取引拡大、税収（固定資産
税、事業所税、法人税、所得税、飲食税等）の増
加等地域経済及び日本経済の活性化に大きく貢
献すると考えられます。
　一方、急成長を続けるアジア各国の出身者に
は、優秀で起業意欲が旺盛な人材が多数見られ
ます。川崎市はこれまで、ベンチャーの起業支援
に取り組んできましたが、こうしたアジア出身の人
材を積極的に受け入れ、地域経済の活力を加速
し、優秀な人材の集積を基盤とするイノベーショ
ン環境を形成することは、アジア圏としての一体
化が進むなかで、これからの活力ある地域経済
を展望するにあたって不可欠の課題であると考
えております。
  背後地に３３００万人の巨大市場を抱え、更に
は２００９年に羽田空港がアジア向け国際空港と
して開港される予定である川崎市は、そうしたモ
デルの形成に最適の条件を備えているといえま
す。

Ｃ Ⅲ

・５００万円は、相互に有益な投資を促進すると
の精神の下に締結された日米通商航海条約第
一条の「相当な額」を運用するものであり、投下
した資本を維持発展させるため、投資者が自ら
来日し又は経営者を派遣するために必要な金額
として考えられている。
・同条約は最恵国待遇の原則を基礎として締結
されているところ、投資額の要件を緩和すること
は、米国において投資活動を行う本邦の企業に
不利益をもたらすだけでなく、中国に対して緩和
措置を執ることにより米国等からも同等の措置
が求められることが想定されるが、あくまでも条
約の交渉は政府全体としての総合的な判断によ
り行われることが必要であることから、当該緩和
措置をとることはできない。

1228 12281010

①投資額５００万円以上を
２５０万以上に緩和する
②３年以上の経験を経営
支援体制の整備によって
補完可能とする
③在留期間　１年を２年
に、３年を５年に延長

川崎市川崎区南渡田地
区、ＴＨＩＮＫ内において
創業支援を実施。オフィ
スビル所有者の敷金・
礼金等の免除、川崎市
による賃料助成、ＮＰＯ
法人による経営、生活
支援など公民連携によ
るアジア人起業家の創
業支援として実施。アジ
アの活力・優秀な頭脳
の誘致により将来のア
ジア圏域での研究開発
型産業のハブ機能を果
たすイノベーション拠点
地域を形成する。

神奈川県川崎
市、特定非営
利活動法人ア
ジア起業家村
推進機構

アジア起業家村
構想（国際環境
特区）

  アジアの起業家支援にむけて、投資経営資格のハードルを低くする特例措置を
講じた場合、趣旨にそぐわない申請が懸念されますが、すべて誰に対してもハー
ドルを低くするという趣旨ではなく、環境、IT、バイオ、ナノテク、福祉などの特定
分野の起業家について、技術、ビジネス手法等において上記の趣旨から有益な
ものについて審査・選別するものであるとともに、適宜、経営状況を把握し、特例
措置対象案件の対象期間はこの状況を関係機関に報告するものとしたいと考え
ております。
また、特例措置対象者の資格外活動、日本の法に則らない経営活動について
は、是正指導を行うとともに、改善がされないときは関係機関へ連絡することと
し、適正な外国人の在留管理に連携していきたいと考えております。
  以上の点に立って、再度、規制の緩和措置について要望いたします。

なお，高度人材のうち外国人研究者及び外国人情
報処理技術者については，特区における特定事業
として在留期間の伸長（５年）措置をとっているとこ
ろ，当該措置は，本年度中に全国展開する（平成１
８年通常国会に入管法改正案を提出する。）こととし
ている。なお，本措置は入管法の改正を伴うもので
あり，現段階で具体的な期日は決定していない。

川崎でモデル的に成功を収めれば、似た条件を
もつ全国の産業再生を進めなければならない地
域にも適応が可能となり、日本経済の再活性化
にも大きく貢献するものと考えております。

　今回の「投資・経営」にかかる資格要件の緩和
については、適正な外国人在留活動の確保に努
めつつ、こうした新しい観点からの在留活動を制
度的に認めていくというものであり、地方公共団
体等の支援を投資額に参入していただくことが趣
旨となりますので、直ちに我が国だけが一方的に
資格要件を緩和することにはならないと考えま
す。こうした趣旨を踏まえた検討を再度要請いた
します。

0530280

起業支援
措置のあ
る特区内
での「技
術」、「人
文・国際」
の在留資
格による活
動の範囲
拡大

出入国管理及び難
民認定法第２０条，
別表第１の２

出入国管理及
び難民認定法
においては，在
留資格ごとに本
邦において行う
ことがでｌきる活
動が定められ
ており，技術，
人文知識・国際
業務に係る活
動を行っている
者が経営に係
る活動を行うた
めには，在留資
格の変更の許
可を受ける必
要がある。

Ｃ Ⅰ

外国人研究者受入れ促進事業に
おいては，産学連携が図られる地
域において行われる研究活動を
ベンチャービジネスの展開につな
げるといった構想が認められたた
め，特例措置を設けたものである
が，このような特段の必要性がな
いにもかかわらず，異なる在留活
動を一つの在留資格で行うことを
認めることは困難である。

右の提案主体の意見を踏ま
え、「技術」、「人文・国際」の
在留資格を有する者が、資
格外活動の許可を得ること
により、提案主体の求める
「投資・経営活動」を行うこと
は可能なのか、明らかにされ
たい。

 「技術」「人文国際」の在留資格の緩和に関し、「特段の必要性がないにもかか
わらず」とのご指摘ですが、　昨年、市が導入したアジア起業家村支援措置（予算
枠３社）には応募が多数あり、直ちに３社の入居を決定した状況です。その後も、
本年度の制度適用の申込み、打診が相次いでおり、今後の見通しについても、
昨年、市が行った調査でも、在日留学生、同ＯＢの川崎での起業意欲は極めて
高く、日本人の起業意欲と好対照をなしております。
　ベンチャーの起業は「大学発ベンチャー１０００社構想（平沼プラン）」、各種創業
支援策（経済産業省、文部科学省等）により国策として推進されております。ベン
チャーの創業により新技術の実用化、新商品・サービスの供給、経営手法の改
革、雇用の増加、地元等関連企業の取引拡大、税収（固定資産税、事業所税、
法人税、所得税、飲食税等）の増加等地域経済及び日本経済の活性化に大きく
貢献すると考えています。
　川崎は東芝、ＮＥＣ、味の素などグローバル企業の発祥の地であり、かつ、現在
もこれら企業の技術開発拠点でもあります。また、背後地に３３００万人の巨大市
場を抱え、更には２００９年に羽田空港がアジア向け国際空港として開港される
予定であり、このように川崎は新たな産業の創出、特にアジアの活力を取り込
み、ベンチャーの起業を集中的に行うのに最適の条件を備えていると言えます。
　このようなポテンシャルとアジア出身の優秀で起業意欲が旺盛な人材を結びつ
け、適切な支援策を実施することにより、前述の効果を川崎で実現することをア
ジア起業家村構想は目指しております。川崎でモデル的に成功を収めれば、似
た条件をもつ全国の産業再生を進めなければならない地域にも適応が可能とな
り、日本経済の再生に大きく貢献するものと確信いたします。

・我が国の出入国管理制度は，外国人の在留目的
に応じた在留資格を決定し，ひとつの在留資格に対
し一定の在留活動が認められる在留資格制度をも
とに構築されていることから，ひとつの在留資格に
対し複数の在留資格に該当する在留活動を認める
ような措置をとることはできない。
・「技術」、「人文・国際」の在留資格を有する者が、
同在留資格に応じた本来の活動の遂行を阻害しな
い範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を
運営する活動を行う場合において，相当と認められ
れば，資格外活動許可を受け、その条件の範囲内
での活動は可能であるが，その在留の主目的・実態
が「投資・経営」等他の在留資格に該当する場合に
は，在留資格変更の手続が必要となる。

提案主体が想定す
る右のケースにつ
き、対応可能かどう
か明らかにされた
い。

ベンチャーの起業は、国策として推進されてお
り、活発なベンチャーの創業は、地域経済及び日
本経済の活性化に大きく貢献することが期待され
ます。
　急成長を続けるアジア各国の出身者には、優
秀で起業意欲が旺盛な人材が多数見られ、適切
な支援を実施することによって、新技術の実用
化、新商品・サービスの供給、経営手法の改革な
どにおいて、我が国への貢献を期待できる事例
も多く見られます。この点から言えば、研究者に
よるベンチャー創業に対する支援と同趣旨の意
義・必要性を有しております。また、そのことは
「技術」による在留者にとどまらず、「人文・国際」
在留者による創業においても、事業としては研究
開発・技術開発をベースにした事例があります。
　こうした点を斟酌し、「技術」「人文・国際業務」
の活動内容について、検討を再度要請いたしま
す。

　また、現行制度下において、「技術」「人文・国際
業務」資格者が、次のような場合に、企業の経営
活動や管理活動を行うことができるのかどうかに
ついて、御教示願います。

Ｃ Ⅰ

・外国人（外国法人を含む）が５００万円以上出
資している本邦の事業については、その外国人
自身又はその代表者が経営管理に従事する場
合に限り在留資格「投資・経営」の対象となり、そ
の場合は入管法別表第一の二の表の投資・経
営の項の下欄の括弧書きにより、技術、人文知
識・国際業務の在留資格を取得することはでき
ないが、同括弧書きにより、他の在留資格の活
動とされていない、自然科学の分野に属する技
術・知識を要する活動を行う場合や人文科学の
分野に属する知識又は外国の文化に基盤を有
する思考若しくは感受性を要する業務に従事す
る場合は、基準省令に適合することを前提とし
て、それぞれ技術、人文知識・国際業務の在留
資格の対象となる。
　例えば、当該外国人（以下「本人」という。）の出
資額が５００万円に達していなかったり、あるい
は、外国人の投資額が５００万円以上であって
も、本人が利益代表者としての活動をしていない
等、「投資・経営」の在留資格の該当性がない場
合でも、次のような場合には、当該在留資格ごと
に定める基準省令に適合することを前提として
「技術」（又は「人文知識・国際業務」）の在留資
格で企業の経営活動や管理活動を行うことがで
きる。
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「研究者」資格の投資・経
営活動の許容に準じて、特
区内の特定施設に立地す
る「技術」、「人文・国際」資
格者においても投資・経営
活動を許容する

川崎市川崎区南渡田地
区、ＴＨＩＮＫ内において
創業支援を実施。オフィ
スビル所有者の敷金・
礼金等の免除、川崎市
による賃料助成、ＮＰＯ
法人による経営、生活
支援など公民連携によ
るアジア人起業家の創
業支援として実施。アジ
アの活力・優秀な頭脳
の誘致により将来のア
ジア圏域での研究開発
型産業のハブ機能を果
たすイノベーション拠点
地域を形成する。

神奈川県川崎
市、特定非営
利活動法人ア
ジア起業家村
推進機構

アジア起業家村
構想（国際環境
特区）

   なお、今回の提案につきましては、すべて「技術」「人文国際」の資格について
緩和するという趣旨ではなく、環境、IT、バイオ、ナノテク、福祉などの特定分野の
起業家について、地域経済の活性化の観点、アジア圏域でのネットワーク形成の
観点から有益なものについて審査・選別することを前提として考えております。

ケース１：これまで「技術」「人文・国際業務」の在
留資格により働いていた外国人が、新たに日本
人投資家（あるいは「投資経営」の基準を満たす
外国人投資家）と共同出資して会社を設立し、同
社で経営に従事するとともに、在留資格「技術」
「人文・国際業務」に該当する活動を行う場合
ケース２：いわゆる社内ベンチャー制度の一つと
して、親会社とともに資本金を共同出資して子会
社（ベンチャー会社）を設立し、所属している親会
社に在籍したまま子会社への取締役に就任して
経営に従事するとともに、在留資格「技術」「人文
知識・国際業務」に該当する活動を行う場合

○　これまで「技術」（又は「人文知識・国際業
務」）の在留資格により働いていた外国人が、新
たに日本人投資家と資本金を共同出資して会社
を設立し、同社の取締役に就任し、同社の経営
に従事するとともに、同社で、在留資格「技術」
（又は「人文知識・国際業務」）に該当する活動を
行う場合。（但し，その経営の業務が自然科学の
技術若しくは知識又は人文科学の知識若しくは
外国人の文化に基盤を有する思考若しくは感受
性を必要とするものであること。）
○　いわゆる社内ベンチャー制度の一つとして、
親会社とともに資本金を共同出資して子会社（ベ
ンチャー会社）を設立し、所属している親会社に
在籍したまま子会社への取締役に就任する形式
で、在留資格「技術」（又は「人文知識・国際業
務」）に該当する活動も行う場合。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530290

外国人IT
技術者の
在留資格
要件緩和

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

日本国内の専
修学校の卒業
者で専門士の
資格を有するも
のについては，
大卒以上の知
識・技術水準を
有するものとし
て，就労資格へ
の在留資格変
更を認めてい
る。

Ｃ Ⅲ

外国の専修学校卒業者について
本邦における大卒相当以上の者
と同等の知識・技術水準を有する
ものであることを確認できる制度
が設けられておらず，このような
措置を講ずることは困難である。
なお，外国人IT技術者について
は，大学を卒業しておらず，１０年
以上の実務経験を有しない場合
であっても，所定の試験に合格等
している場合には，「技術」の在留
資格で入国することが可能となっ
ている。

貴省回答によれば、専修学校卒業者
について、大卒相当以上の者と同等で
あることを確認できる制度が設けられ
ていないため、措置を講じることは困
難とのことであるが、学校教育法施行
規則第70条第２項においては、「短期
大学を卒業した者と同等以上の学力
があると認められる者」として、「専修
学校の専門課程を修了した者」「外国
において、学校教育における十四年の
課程を修了した者」等が規定されてい
る。一方で、入国審査においては、我
が国に入国しようとする外国人につい
て「大学を卒業し又はこれと同等以上
の教育を受け」の解釈について「大学」
に「短期大学」が含まれる旨解されて
いると承知している。
上記学校教育法施行規則の規定の考
え方に基づくならば、「外国において、
学校教育における十四年の課程を修
了した者」も「短期大学」と同等の教育
を受けた者として取り扱われるのだか
ら、入国審査に当たって「外国におい
て、学校教育における十四年の課程
を修了した者」を「短期大学」と同等の
教育を受けた者として取り扱うことは
合理的であると考える。提案を実現す
るにはどうすればいいかという観点か
ら、再度検討し回答されたい。また、仮
に実現不可と回答される場合には、提
案主体の提案内容の何が不十分・問
題なのかを示されたい。

・在留資格「技術」における従事しようとする業務に
ついての大学等の卒業などの教育要件は，我が国
において行おうとする業務に関する専門知識又は
実務経験，言い換えれば，申請人が持っている実質
的な技術や専門性の裏付けが目的となっているも
のである。一方，学校教育法施行規則第７０条第２
項の規定は，あくまでも「大学の専攻課・大学院の
入学に関し」て，大学の専攻課及び大学院で専門の
教育を受けることが可能な基礎的な学力を裏付ける
ための規定である。つまり，学校教育法施行規則の
規定は，あくまでも短大卒として扱うことで大学等の
入学試験の受験を可能とするものであり，要件に該
当すれば当該在留資格で外国人を受入れることと
する在留資格制度とは，その趣旨，性質を異にする
ものであることから，在学年数のみをもって同一の
ものとして取り扱うことはできない。
・外国の専修学校卒業をもって外国人を受け入れる
ためには，教育を所管する省庁において，我が国の
専門士と同等のレベルにあることを認定する制度が
創設されることが必要である。

1049 10491030

（１）特許料・特許申請請求
料の軽減
（２）特許出願猶予期間の
延長
（３）外国人IT技術者の在
留資格要件緩和

（１）特許料・特許申請
請求料の軽減
（２）特許出願猶予期間
の延長
　　○発表から６ヶ月以
内を１年以内に延長す
る。
（３）外国人IT技術者の
在留資格要件緩和
　　○外国の専修学校
卒も「技術」の在留資格
に加える。
　　○研究機関等の推
薦を持って「技術」の実
務経験１０年の要件を
緩和する。

東京都、神奈
川県、川崎市

東京湾岸地域に
おける経済特区
の設置

0530300

外国人IT
技術者の
在留期間
の上限の
引き上げ

出入国管理及び難
民認定法第２条の
２第３項
出入国管理及び難
民認定法施行規則
別表第２

外国人の適正な
在留管理を図る
ことを目的とし
て，最長３年の一
定期間ごとに外
国人の在留中の
活動状況等を確
認し，引き続き在
留を認めることの
可否を決定する
仕組みとなって
いる。

Ｄ
－
２
Ⅲ
本提案については，特定事業５０
７で措置済みと考える。

1262 12621010

特区内の事業所において、3年
を超える期間IT分野の業務に従
事することが予定されているIT
技術者につき、現行の「技術」の
在留資格に係る基準に適合し、
地方公共団体が当該外国人の
活動を行う事業所を特定する場
合に、「特定活動」の在留資格を
付与し、当該在留資格に伴う在
留期間の上限について、現行の
3年から5年とする。

特区内の事業所におい
て、3年を超える期間IT
分野の業務に従事する
ことが予定されているIT
技術者につき、現行の
「技術」の在留資格に係
る基準に適合し、地方
公共団体が当該外国人
の活動を行う事業所を
特定する場合に、「特定
活動」とみなして在留資
格認定証明書を交付す
ることができる。その期
間の上限について現行
の3年から5年とする。

新潟ニュービ
ジネス協議
会、日本
ニュービジネ
ス協議会連合
会

外国人IT技術者
の在留期間の上
限の引き上げ特
区構想

0530310

「家族滞
在」の在留
資格を取
得できる対
象者範囲
の拡大

出入国管理及び難
民認定法別表１の
４
出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

一定の在留資
格で在留する
外国人の扶養
を受ける配偶
者又は子として
の活動が在留
資格要件となっ
ている。

Ｃ Ⅰ

本邦に在留する外国人又はその
配偶者の両親は，親族であること
のみを理由として入国を認めるこ
とはできない。ただし，別の入国
目的があれば，在留資格「家族滞
在」によってではなく，別途，その
入国目的・在留活動に応じた在留
資格を取得することが相当であ
る。

右の提案主体の意見を踏ま
え、現行の「家族滞在」の在
留資格要件が「在留する者
の扶養を受ける配偶者又は
子」に限定されており、「在留
する者」からすれば同じ一親
等であるにも関わらず、「扶
養を受ける親」や「扶養を受
ける配偶者の親」が含まれて
いない理由について回答さ
れたい。

本提案の趣旨は、在留資格の「家族滞在」の範囲の拡大を求めるものである。ご
回答として、『別の入国目的があれば、在留資格「家族滞在」によってではなく、
別途、その入国目的・在留活動に応じた在留資格を取得することが相当であ
る。』とのコメントをいただいているが、「家族滞在」に加える親は単に親族である
ことのみではなく、本邦で外国・外資系企業を経営または従事している外国人の
扶養を受けて生活を一にするものであり、在留活動も配偶者または子として行う
日常活動と同一である。
　つまり、在留目的が外国人と生活を一にするそのものであるため、別の入国目
的はなく、他の在留資格を取得して入国することは想定していない。
　また、国を越えて社員の異動が煩雑に発生する多国籍企業に対して、特に介
護が必要な場合や子供の面倒を見てもらいたい時など、本人の在留資格に応じ
た期間、安心して親と一緒に暮らせるような特例措置を設けることは、対日投資
を積極的に推進している政府、そして自治体として、他のアジアのシンガポール
や上海など他国の有力都市に打ち勝ち、より一層魅力的な投資先として、外国企
業からの投資を獲得していく上で、必要なインセンティブである。
  そして、このような特例措置を通じて、既に、外国人にとって住み易いと評価を
いただいている、神戸の生活環境をさらに充実・強化を図り、外国・外資系企業が
地域に根ざした企業として定着、発展を促進させることにより、地元経済の活性
化・高度化、雇用の確保を推進したいと考えている。
　　ついては、「家族滞在」の適用範囲の拡大が出来ない理由、及びどのようにす
れば「家族滞在」の適用範囲の拡大が可能であるか、についてご教示いただきた
い。

・自己で収入を得て生活することができない子供や
その子供の養育を行う配偶者としての活動と，同居
のみを目的とする活動は，その目的及び内容がまっ
たく異なり，同一の活動とはいえない。
・現行入管法は，移民の受入れは行わないとの方
針の下に構成されている。「家族滞在」の範囲を拡
大すれば，長期滞在，定住化が進むこととなるた
め，政府として移民の受入れ政策をとることとしてい
ない以上，家族の範囲を拡大して我が国への移住
を前提とした受入れを行うことはできない。ただし，
本国において他に身寄りがなく扶養を受けなければ
生活できない等特別な事情がある場合について
は，現在も個別の判断により在留を認めている。

家族滞在の範囲拡
大によって、なぜ長
期滞在、定住化が進
むのか、明らかにし
た上で、右記意見を
踏まえ回答された
い。

○法務省から「家族滞在の範囲を拡大すれば、
政府の移民非受入れ施策に反する」とのご回答
をいただいたが、提案の趣旨は、政府の移民対
策についての考え方そのものの変更まで求めて
いるのではなく、あくまで現行法の「出入国管理
及び難民認定法」に規定する在留資格の範囲の
拡大を特例措置として求めている。
○本件で提案している「在留する者、及び在留す
る者の扶養を受ける配偶者の親」とは、本邦で外
国・外資系企業を経営または従事している外国
人の扶養を受けて生活を一にするものであって、
自己で収入を得て生活することができない子供と
全く同一で、同居のみを目的とする活動とは全く
異なるものである。また、親を扶養し生活を一に
する外国人の在留期間を対象としており、我が国
への長期滞在、移住が前提とはなっていない。
○また、現在も、本国において他に身寄りがなく
扶養を受けなければ生活できない等特別な事情
がある場合については、個別の判断により在留
を認められることを承知しているが、審査基準が
非常に厳しいため、申請してもほとんど認められ
ないと聞いている。

Ｃ（一
部Ｄ
－１）

Ⅰ

・入管法別表第１に規定する、在留資格「家族滞
在」の対象範囲を拡大することは、実質的に政府
全体として移民を受け入れる政策をとっているも
のと解釈されることとなる。しかしながら、現行に
おいて政府として移民の受け入れ政策を行って
いない以上、在留資格「家族滞在」の対象範囲を
拡大することはできない。
・なお、「再検討要請に対する回答」でも記載して
いるとおり、本国において他に身寄りがなく扶養
を受けなければ生活できない等特別な事情があ
る場合については、現在も個別の判断により在
留を認めている。

1106 11061010

親と生活を一にすることを
目的として、本国から本人
及び配偶者の親を呼び寄
せることを望む外国人のた
めに、出入国管理及び難
民認定法第２条の２、第２
項に定める在留資格のう
ち「家族滞在」に規定する
対象者の範囲を拡大し、在
留する者の親、及び在留
する者の扶養を受ける配
偶者の親を加える。

外国・外資系企業が立
地及び定着を図る場
合、暮らしやすい生活環
境を確保が重要なポイ
ントの一つである。 そこ
で、外国人が親と生活
を一にしたい目的で、本
国から本人及び配偶者
の親を呼び寄せる際
に、「家族滞在」の在留
資格に規定する対象者
の範囲を、在留する者
の親、又は在留する者
の扶養を受ける配偶者
に拡大し、本人の在留
資格に応じた期間、安
心して親と一緒に暮ら
せるような特例措置を
設ける。この特例措置
により、外国・外資系企
業の立地・定着を促進さ
せ、地元経済の活性
化、雇用の確保を図る。

兵庫県、兵庫
県神戸市

国際みなと経済
特区

○しかしながら、提案どおり範囲を拡大すること
が、無条件に入国を認めることにつながるのであ
れば、例えば、当該在留資格を有するものが、当
該在留期間中に認められる一親等の者の入国
者数は、１人まで（従って、在留期間が更新され
れば新たに１人）などの制限を付することも構わ
ないと考えている。
○ついては、どのような条件を付すれば現行法
の中で「家族滞在」の適用範囲の拡大が可能で
あるか、についてご教示いただきたい。

0530320

「企業内転
勤」に関す
る在留資
格要件の
緩和

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

外国企業の出店等
を通じた外国から
の投資拡大により
地域経済の活性化
を図ることが見込
まれる地域におい
て，地方公共団体
等が外国企業に対
し支店等の施設を
提供する場合
に、，本邦における
事業所としての拠
点確保が確実であ
ることとみなして，
他の「企業内転勤」
の在留資格に係る
他の要件を満たす
ことを前提に，支
店等開設準備を行
う外国企業の職員
に対し在留資格
「企業内転勤」の在
留資格を決定す
る。

Ｃ Ⅳ

特定事業509においては，本来，
事業所が確保されていなければ
許可されない在留資格「企業内転
勤」につき，地方公共団体が，所
有する施設を提供し，当該企業の
来日，支店開設等に対し責任を
負うことを担保として特例措置が
講じられたものであり，この趣旨
から，地方公共団体が出資する
第３セクターについても出資比率
が定められている。
よって，単に地方公共団体が指
定又は支援対象とする地域，施
設に事業所を開設するのみで
は，「本邦における事業所として
の拠点確保が確実である」とする
ことは困難であり，このような措置
を講ずることは困難である。

構造改革特区に関する有識
者会議における議論の状況
を踏まえつつ、提案者の要
望が実現できないか、検討し
回答されたい。

・本市が認定し、支援対象とするインキュベーション施設において、入居する企業
が各種支援を受けるためには、入居の際に事業計画を提出する必要があり、ま
た、入居後も進捗状況等を報告する義務があるなど、地方公共団体が所有する
施設に入居する場合と何ら変わりい措置を講じており、支店開設等に係る責任の
担保という点では、同等の措置を講じている。従って、単に地方公共団体が指定
又は支援対象とする地域、施設に事業所を開設するのみでは「本邦における事
業所としての拠点確保が確実である」とすることは困難という理由で当該措置が
認められないということについては,明確な根拠があるとは言い難い。
・産学官連携を強化し、IT関連産業の集積（産業クラスター）を図ることにより地域
産業の活性化を図るということから鑑み、本市にある支援対象インキュベーション
施設の資源を最大限に生かすことは、地方自治体にとって必要不可欠。これは、
我が国が推進する産業クラスター計画の方針にも合致するものであり、地域産業
の発展に寄与するものである。

・特定事業509は，本来，事業所が確保されていな
ければ許可されない在留資格「企業内転勤」につ
き，地方公共団体が，所有する施設を提供し，当該
企業の来日，支店開設等に対し責任を負うことを担
保として特例措置が講じられたものであり，この趣
旨から，地方公共団体が出資する第３セクターにつ
いても出資比率が定められている。よって，単に地
方公共団体が指定又は支援対象とする地域，施設
に事業所を開設するのみでは，「本邦における事業
所としての拠点確保が確実である」とすることは困
難であり，このような措置を講ずることは困難であ
る。「支店開設等に係る責任の担保という点では、
同等の措置を講じている。」とのことだが，地方公共
団体が所有する場合でなくても，確実に拠点が確保
されたとみなすことが可能となるような条件について
は，現在，構造改革特区有識者会議において検討
中である。

「現在，構造改革特
区有識者会議にお
いて検討中である」
とあるが、現時点で
の検討状況を示され
たい。

・第３セクターへの地方公共団体の出資に当たっ
ては、当該第３セクターの運営に地方公共団体も
責任を負うことから行っており、出資比率により責
任を負うことがなくなるものではないものと思われ
るが、何故現行の出資比率以上の団体でないと
責任を負わないとされているのか、ご教示いただ
きたい。
・特定事業５０９の対象は、地方公共団体の所有
する施設だけでなく、独立行政法人の所有する
施設も対象となっているが、第３セクターの出資
比率に当たっては、地方公共団体だけしか認め
られていない理由について、ご教示いただきた
い。
・当方の提案では、国立大学法人が所有するイ
ンキュベーション施設についても対象とならない
か提案しているが、なぜ独立行政法人と同様の
取扱いができないのか、ご教示いただきたい。
・支援対象としている民間施設については、構造
改革特区有識者会議の検討により、適切な要件
設定がされ、当該提案が実現できるようになるこ
とを期待するが、地方公共団体にあっては、安易
に民法法人に出資したり、非上場企業に出資す
るものではないので、これらについても要件とし
て検討の対象としていただきたい。

A

企業内転勤の在留資格については，対象施設を
地方公共団体等が提供する場合だけでなく，地
方公共団体が賃貸借する場合や，地方公共団
体が助成の対象として指定する場合などにおい
ても認めることを検討し，それぞれの場合におい
て，事業拠点の確実な確保を担保する観点等か
ら，対象施設が存在すること，地方公共団体の
一定の関与が必要であること等の条件を付した
上で，企業内転勤の在留資格の決定が可能とな
るよう措置を講ずる。

1196 11961010

在留資格付与の対象施設
範囲を次のとおり拡大す
る。
①第３セクターの保有して
いる施設の地方公共団体
の出資比率要件を撤廃す
る。
②国立大学法人が保有す
るインキュベーション施設
についても対象施設とす
る。
③飯塚市が支援対象とし
ている一定要件を満たす
民間施設についても対象
施設とする。

㈱福岡ソフトウェアセン
ターは、国・県・市民間
企業の出資により設立
された商法法人の第３
セクター。九州工業大学
のインキュベーション施
設は、国立大学法人が
管理するもの。Ｉ．Ｂ．
コートは、飯塚市の認定
基準を満たすインキュ
ベーション機能を備えた
民間施設。いずれの施
設も、飯塚市が認定す
るインキュベーション施
設として各種支援対象
となっており、飯塚アジ
アＩＴ特区におけるＩＴ関
連企業の集積拠点とな
る施設であり、これらの
施設に外国企業を誘致
する場合にあっても、
「企業内転勤」の在留資
格を付与することによ
り、特区への外国企業
の誘致を円滑に進めら
れるようにするもの。

福岡県、飯塚
市

飯塚アジアＩＴ特
区



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530330

外国人の
永住許可
弾力化の
適用要件
の緩和

-

永住許可につ
いては、引き続
き１０年以上本
邦に在留してい
ることが要件と
されており、ま
た、外交、社
会、経済、文化
等の分野にお
いて我が国へ
の貢献があると
認められる者に
ついては当該
在留実績につ
いて５年以上と
されているが、
５０５における
要件を満たす
場合について
は、当該在留
実績につき３年
以上とする。

Ｃ Ⅳ

505については、「構造改革特別
区域基本方針」（平成15年1月24
日閣議決定）において、単独で行
われるものでなく、他の特定事業
と併せて実施されることとされて
おり、当該特定事業が全国展開
により消滅した場合においては、
505の適用は認められない。

右の提案主体の意見を踏ま
えつつ、下記２点につき回答
されたい。
①５０５の要件である「他の
特定事業と併せて実施され
る」の「他の特定事業」には
何らの限定もなく、他省庁所
管のものも含め、どの特定
事業でも可と解してよいか。
②特区計画に位置づけてい
た特定事業が全国展開され
た場合であっても、別の新た
な特定事業を位置づければ
適用可と解してよいか。

・本要望は、現在、単独では行えないものを、その規制を緩和して単独でも行える
ようにしたいという趣旨で要望したもの。本回答では、どうしてその規制が緩和で
きないのかの明確な根拠が示されていない。

･特定事業505については，他の特定事業を促進す
る従属的事業である。これは，特定事業が，評価委
員会での評価を受けて弊害がなければ全国展開す
ることを想定されていることから，主となる特定事業
の効果をいち早く発揮させることを目的として，特定
事業に限って永住許可要件を緩和し，505を他の特
定事業を促進する従属的特定事業として行うことと
したものである。よって，主となる特定事業が全国展
開等により特定事業でなくなった場合や特区計画が
なくなった場合には，特定事業505のような付随的特
定事業は主となる特定事業を失うため，適用するこ
とはできず，外形上特定事業と類似するというだけ
では505を適用することはできない。
・主となる特定事業については，504や505のような，
他の特定事業と併せて実施されることが想定されて
いるような他の特定事業を促進する付随的特定事
業以外の特定事業であり，かつ，特区別表に掲げる
他の要件を満たすものであれば，適用は可能と考
える。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

・貴省の回答では、「特定事業５０５について
は、、、、主となる特定事業の効果をいち早く発揮
させることを目的として、特定事業に限って永住
許可の要件を緩和し、、、」とあるが、許可要件の
緩和であれば、このような目的のほかに、研究活
動の促進やそれに伴う産業の集積、情報処理産
業の集積を目的として、再構成することも可能で
はないか、他の目的では要件緩和をできないの
は如何なる理由によるものか、ご教示いただきた
い。
・特区が規制の特例措置の全国展開により、特
区でなくなったとしても、当該地域の産業構造等
には変わりがなく、特区認定の手続が不要となっ
ただけで、要件緩和等の措置により、特区であっ
たときと同様の事業が実施できるものが通常と思
われるが、特定事業５０４の優先処理がその対象
とならないのは理解できるものの、特定事業５０５
の要件緩和が受けられなくなり、外国企業の定
着を促進することができないことに関しては、な
お検討の対象となり得るものと思われる。特区で
あるときと同様の条件を満たす場合にあっても、
新たな特定事業として再構成できず、弊害が生じ
るということであれば、どのような問題があるの
か、ご教示いただきたい。

Ｃ Ⅳ

・永住許可要件の一層の緩和は、我が国が移民
受入れ制度を採用することにつながるため、慎
重な検討、判断が必要であること、また、特定事
業５０５については、「構造改革特区評価委員
会」において、「単独で行われるものでなく、他の
特定事業を併せて実施されるものであり、…仮
に全国展開すれば特区における特定事業に代
わる指標がなくなるため全国展開に関する評価
になじまない。」と判断されていること、「構造改
革特区推進室」において、対象となる特定事業
が全国展開される場合には、特例措置が適用さ
れなくなる時期について、当該「特定事業の全国
展開に必要な法律の施行日」とする旨の見解を
示していることから、そもそも他の特定事業の存
在が不可欠であると解される。したがって、特区
の全国展開により既に特定事業ではないものに
ついて、本事業５０５の特例措置を適用すること
は、構造改革特区制度の趣旨にそぐわないとと
もに、上述の評価委員会における意見及び構造
改革特区推進室における見解にも反するもので
あることから、認められない。
以上のことから、当該措置をとることはできない。

1196 11961020

「特定事業等にかかる外国人の
永住許可弾力化事業」におい
て、他の特定事業と併せて実施
されるものとする要件をなくし、
特区内に特定の分野に関する
研究のための活動の中核となる
施設が所在し、かつ、当該施設
の周辺に当該特定の分野に関
する研究と関連する研究を行う
施設が相当程度集積するものと
見込まれる場合、又は特区内に
情報処理産業に属する事業を
行う相当数の事業所及び当該
事業に必要な実践的な教育・研
究を行う大学等が所在し、かつ
これらの連携により特区内の情
報処理産業の発展が相当程度
見込まれる場合のいずれかに
おいて、当該特定の分野に関す
る研究又は情報処理産業に属
する事業のために来日する外国
人の永住許可の要件のうち、必
要な必要な在留実績を５年以上
から３年以上に短縮する。

「外国人研究者受入れ
促進事業」及び「外国人
情報処理技術者受入れ
促進事業」が全国化さ
れたあとも、同等の要件
を満たす場合に、引き
続き在留実績の要件を
緩和し、外国人研究者
及び外国人情報処理技
術者の永住を容易に
し、地域における研究活
動及び情報処理産業に
属する事業を継続的に
実施できるようにするも
の。

福岡県、飯塚
市

飯塚アジアＩＴ特
区

0530340

在留資格
「短期滞
在」で入国
する外国
人舞台芸
術家等が
行う国際文
化交流公
演に対す
る謝礼支
払いの容
認

出入国管理及び難
民認定法第19条，
別表第１の３

「短期滞在」の
在留資格をもっ
て在留する者
は就労すること
は認められてい
ない。

Ｃ Ⅰ

芸術家が芸術上の活動又は興行
形態で行う活動を目的として入
国・在留する場合は、「芸術」又は
「興行」の在留資格を取得すべき
である。

右の提案主体の意見を踏ま
え、出入国管理及び難民認
定法第９条第１項第１号の
「業」の解釈を示されたい。
反復継続して行われるもの
でなく、謝金程度を受け取る
だけのものであれば「業」に
該当しないと考えてよいか。
提案主体は「公演は３回ま
で」としているが、それでも
「業」に該当することになるの
か、併せて示されたい。

本提案で前提としているのは、「本邦に短期的に滞在し、芸術性の高い舞台芸術
公演による文化交流を目的とした世界演劇祭に参加する活動」を行い、謝礼を受
ける場合であり、現行制度上は、「就労」であるとみなされ、在留資格「興行」で入
国するしかない。なお長期滞在を前提とした在留資格「芸術」の取得はできない。

　「就労」であるとの指摘については、想定している外国人芸術家は、本邦での活
動で受けた報酬をもって中長期的に滞在することを目的としておらず、短期的に
滞在し2,3回程度の公演を行うのみであることから、「就労」とは言いがたいと考え
る。
　また、「興行形態で行う活動」との指摘については、想定している演劇祭は大部
分が国・県等の補助金等で運営されており、その公益性・芸術性は極めて高く、
入場料収入により報酬を得るといういわゆる「興行」性は極めて低いと考える。
　このことから、芸術家が短期的に滞在し、文化交流目的の公演を2,3回程度行
い報酬等を受ける場合については、「興行」や「就労」には該当しないとの解釈を
通達等により示し、「短期滞在」での入国を認めていただきたいと考える。

　なお、在留資格「興行」において問題事例が発生していることから、著名な芸術
家等であっても、「在留資格認定証明書」申請の際に一律に経歴書等の書類提
出を求められるため、芸術家等の理解を得る事に苦慮している。現行制度では、
芸術家が短期的に滞在し芸術文化活動を行う場合に適当な在留資格が無いた
め、これに対応する新たな在留資格を創設すべきであると考える。

1251 12511050

　特区で開催する国際文化
交流を目的とした演劇祭等に
招聘された舞台芸術家や舞
台芸術団体に対し、公演の
謝礼を支払う場合、その公益
性に着目し、これを就労とみ
なさず、本邦在留の間に認め
られる「業として行うものでは
ない臨時の報酬その他の報
酬を受ける活動」と解し、「短
期滞在」での在留資格を認め
る
（要件）
１、申請人が国若しくは地方
公共団体の機関又は、我が
国の法律により直接に設立さ
れた法人に招聘され、かつ都
道府県知事が招待状（招聘
状）を発行すること
２、本邦滞在期間が短期であ
り、かつ、特区での公演数が
３公演以下である

　特区で開催される世
界演劇祭「利賀フェス
ティバル」等に海外から
一流の舞台芸術家や舞
台芸術団体を招聘す
る。
　文化交流が目的であ
ることから、公演は3回
までとし、謝礼を支払う
場合であっても、在留資
格「短期滞在」で入国し
てもらうものとする。
　これにより、従来、大
変な手間と時間がかか
り、取りやめになる事例
も多かった舞台芸術家
等の招聘を容易にし、
世界一流の舞台芸術に
よる国際文化交流を推
進する。

富山県、南砺
市

舞台芸術特区ＴＯ
ＧＡ

0530350

在留資格
「興行」に
かかる「在
留資格認
定証明書」
交付申請
手続きの
簡素化

出入国管理及び難
民認定法施行規則
別表第３
出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令

入国審査に際
し，上陸許可基
準を満たしてい
ることを裏付け
る資料の提出
が必要となって
いる。

Ｃ Ⅲ

在留資格「興行」においては，問
題事例も発生しているところであ
り，要望に係る要件の緩和は困
難である。
高い芸術性を評価され招聘され
るような芸術家等であれば，経歴
書等の資料についても，過去の
実績等から問題なく作成，提出で
きるはずである。

右の提案主体の意見を踏ま
え、在留資格「興行」を交付
申請する際に受け入れ機関
等が申請書類の作成等を代
行することは可能か回答さ
れたい。

本提案で前提としているのは、特区内で開催される世界演劇祭等に参加し、芸術
性の高い舞台芸術公演による国際文化交流を行うために来日する外国人であ
る。
　国若しくは地方公共団体の機関又は、我が国の法律により直接に設立された
法人が招聘し、国・県等の委託金・補助金等を中心に運営されている演劇祭等に
参加するものであり、貴省が懸念される問題が発生することにはつながらない。

　また、「在留資格『興行』において問題事例が発生しており、規制緩和できない」
とのことであるが、著名な芸術家等が短期的に滞在し文化交流公演を行う等の
芸術文化活動を、在留資格「興行」としている結果として、一律に経歴書等の厳
重な書類提出を求めることとなり、国際的に理解を得がたく、問題があると考え
る。芸術家の短期的な芸術文化活動に対応する新たな在留資格を創設すべきで
ある。

　それが不可能または必要が無いとするならば、招聘する芸術家等の在留資格
認定証明書交付申請にあたって、地方公共団体又は我が国の法律により直接に
設立された法人が身元保証する等を条件に、在留資格認定証明書申請に添付
する個々の経歴書を不要としていただきたいと考える。

・経歴書等申請に係る書類の作成については，受入
れ機関において作成することは可能である。
・入国しようとする外国人の経歴等は在留資格該当
性の判断に必要であり，経歴等の提出を一切不要
とすることはできない。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

　本提案で前提としているのは、特区内で開催さ
れる世界演劇祭等に参加し、芸術性の高い舞台
芸術公演による国際文化交流を行うために短期
的に来日する外国人である。また、県の機関又
は、我が国の法律により直接に設立された法人
が招聘し、国・県等の委託金・補助金等を中心に
運営される演劇祭に参加するものである。
　第2次提案募集の京都市の提案（0500290）へ
の貴省の回答にもあるとおり、『申請人が我が国
の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法
律により直接に設立された法人等に招聘される
場合』には、在留資格『興行』に係る上陸許可基
準は『申請人が月額二十万円以上の報酬を受け
ること』のみに緩和されおり、この基準に適合して
いる場合は在留資格認定証明書を交付すること
ができるとされている。
　このことから、現行でも、地方公共団体等に招
聘される場合は『在留資格認定証明書交付申請
書』様式中の『申請人の資格･経歴』欄の記入は
不要とされている。
　にもかかわらず、添付資料として、法施行規則
第6条の2第2項により、一律に経歴書が資料とし
て要求されている。

Ｃ Ⅲ

・在留資格「興行」に係る上陸許可基準について
は、「申請人が我が国の国若しくは地方公共団
体の機関、我が国の法律により直接に設立され
た法人等に招聘される場合」に、「申請人が月額
二十万円以上の報酬を受けること」とされている
ところ、在留資格を決定するに当たっては、基準
省令への適合性の判断の前提として資格該当
性を判断する必要があり、業績等を記載した経
歴書の提出は当該活動を行うことに問題がない
こと（例えば、外国人が、本邦で行おうとする興
行活動を行うことができる能力や技術を有してい
ること等。）を確認する上で不可欠であり、地方
公共団体が身元保証を行うとしても、当局が当
該外国人の資格該当性を判断する必要があるこ
とから、当該資料の提出を不要とすることはでき
ない。

1251 12511060

　特区で開催する国際文
化交流を目的とした演劇
祭等に舞台芸術家や舞台
芸術団体（劇団等）を招聘
する場合、劇団員の在留
資格「興行」に係る「在留資
格認定証明書」の交付申
請を行うが、申請に必要な
添付書類のうち経歴書を
不要とする。

　入国管理局への在留
資格「興行」での「在留
資格認定証明書」交付
申請手続きの際、経歴
書の添付を不要とする。
　これにより、従来、大
変な手間と時間がかか
り、取りやめになる事例
も多かった舞台芸術家
等の招聘を容易にし、
世界一流の舞台芸術に
よる国際文化交流を推
進する。

富山県、南砺
市

舞台芸術特区ＴＯ
ＧＡ

　上陸許可基準に基づき記入不要とされている
事項について資料提出を求めることには合理的
理由がないと考えるので、経歴書の提出を不要
とされたい。
　なお、不要とすることが不可であるとするなら
ば、『申請人が我が国の国若しくは地方公共団体
の機関、我が国の法律により直接に設立された
法人等に招聘される場合』には、知事の身元保
証を条件に、在留資格認定証明書に添付する経
歴書を不要とすることについて再度検討をお願い
したい。

・在留資格該当性は，入国目的と我が国において行
おうとする活動の内容から判断されるものであって，
滞在予定期間のみにより判断されるわけではない。
・入管法第１９条の「業として・・・」は，反復継続して
又は反復継続する意思を有して行うことを意味し，
参加回数だけでなく，当該外国人の入国目的及び
実際に我が国において行おうとする活動の内容を
含め総合的に判断されるものである。なお，入管法
施行規則第１９条の２では，催物への参加，映画又
は放送番組への出演その他これに類似する活動に
対する謝金等は資格外活動の対象となる報酬には
含まれないとしている。
・「短期滞在」をもって在留する者には，競技会，コン
テスト等にアマチュアとして参加しようとする者（参加
者がアマチュアで報酬を受けない場合をいう。）が含
まれるが，主催者が負担する渡航費，滞在費及び
入賞者に対する商品等は，報酬とは扱われない場
合が多いが，出演しようとする催物が興行に該当す
る，すなわち，「見物人を集め，入場料をとって（出
演者に支払われるかどうかではなく，入場料をとる
という形式をとっているという点。）演劇，演芸，演
奏，見せ物などを催すもの」であれば，出演者は在
留資格「興行」により入国する必要がある。
・本提案にいうフェスティバルは興行の形態をとって
いることから，非就労活動を対象とする短期滞在の
在留資格により入国在留することを認めることはで
きない。
・入国しようとする外国人の経歴等は在留資格該当
性の判断に必要であり，経歴等の提出を一切不要
とすることはできない。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530360

学業が修
了した外
国人留学
生の在留
期間の延
長及び資
格外活動
許可の制
限緩和

出入国管理及び難
民認定法第１９条，
別表１の４
出入国管理及び難
民認定法施行規則
別表第２

外国人留学生
が、大学卒業
後も日本での
就職活動を希
望し，かつ，大
学からの推薦
がある場合に
は，学業終了
後最大180日ま
でを限度とし
て，在留資格
「短期滞在」とし
て在留すること
ができる。

Ｃ Ⅲ

左記措置においても，学業は既に
修了していることから，在留資格
「短期滞在」が付与される制度と
なっており，在留資格「留学」とし
ての在留は認められていない。
なお，短期滞在にしても，留学に
しても，働くことを目的としない在
留資格の者についての資格外活
動の許可を緩和することは，事実
上の外国人労働者として活動す
ることを認める結果となり，外国
人労働者の受入れ政策に適合し
ない。

学業修了後、最大１８０日を
限度とする根拠及び考え方
を示されたい。
また、右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

留学生が起業をめざす場合、卒業後に一定期間の起業準備を行ったうえで、会
社設立等に踏み切るケースが多いと想定される。この間、生活費を得るための活
動は通常の生活行為の範囲内である。但し、ご指摘のとおり、いわゆる外国人労
働者との区別が明確でないことから、今回の提案では「起業を目的とし、地域の
インキュベーションセンターに入居し、起業支援のステップに準拠した活動を行っ
ている」ことを要件に加え、通常の就職活動に準じるものとして、在留期間の延長
（最長1年まで）および、この期間の有償インターンシップを考慮して、資格外活動
許可の提案を行ったものである。留学先に「日本」を選択してやってきた学生が、
帰国後に日本嫌いになるということもよく聞かれます。それは、滞在ビザや就職
支援等で、外国人を受け入れる環境が整っていないことがその要因のひとつに
あげられています。今後、少子高齢化社会に遷移する日本にとって、外国人労働
者の受入れは不可欠のものとなりますが、特に「起業」という手段で国際ビジネス
に取り組もうとする優秀な留学生を支援できる環境づくりは急務だと思われます。
優秀な外国人起業家育成のための環境整備といった観点において、本特例を再
考願いたい。

・就職活動のための滞在は在留資格「短期滞在（９
０日）」が許可されるところ，同資格は，比較的簡易
な審査によって得られる在留資格であることから，
期間更新については１回限りとし，最長１８０日と
なっている。
・「起業を目的とし、地域のインキュベーションセン
ターに入居し、起業支援のステップに準拠した活動
を行っている」とあるが，１年も必要な理由，起業支
援のステップに準拠した活動の内容が具体的でな
い。仮に，１年間のプログラムであるとして，その間
の生活費等の支弁方法，労働保険や社会保険等の
社会保障制度及び納税の関係などについての具体
策がまったく示されていないことから，外国人をこの
ような不安定な位置付けで長期間にわたり在留させ
ることはできない。
・外国人留学生を卒業後に企業家として育成したい
のであれば，その身分保障の観点からも，在留資格
「短期滞在」という短期の滞在を目的とした在留資
格ではなく，地元企業等からの支援を受けて同社と
雇用契約を交わす等して在留資格「人文知識・国際
業務」等への変更許可を受け，社会的身分を安定さ
せた上でインターン実習を通して起業支援を行うと
ともに起業資金を獲得させる等の方法をとることが
適当である。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

学業を修了した外国人留学生の起業を支援する
ケースでは、起業に関してのより実践的な知識の
習得ならびにスキルアップを目的としたインター
ンシップ活動、また起業資金の準備等で、卒業後
に短期滞在の180日を超える準備期間が必要と
なるケースが想定される。
これに関して、短期滞在というよりも、むしろ雇用
契約による社会的身分の保証を考慮すべきとい
うご提案ですが、例えば地域のインキュベーショ
ンセンター自体が支援企業として卒業後の留学
生と雇用契約を結ぶというケースにおいては、実
質的にインキュベーション施設の支援を受けなが
ら、上述のような起業準備を行うことが可能とな
る。このケースにおいては、「留学」から「人文知
識・国際業務」への在留資格の変更が認められ
る、という認識でよいか。

Ｃ Ⅲ

・在留資格の変更については、過去の在留状況
に問題がなく、かつ、変更後の在留資格に該当
し、かつ、同資格に係る基準に適合することが求
められる。なお、個別の事案については、地方入
国管理局に相談されたい。

1281 12811010

　学業が修了した外国人
留学生について、起業準
備のために180日間を越
えた在留期間をを認め
る。また、この期間内の
資格外活動許可の制限を
緩和する。

　外国人留学生の日本
での起業準備を支援す
るために、在留期間を
学業修了後180日を越
えて延長できるように
する。また、この期間
内に、一定の条件下に
おいて資格外活動許可
の制限を緩和し、企業
での有償インターン実
習等、実際の仕事を通
じて起業をめざす機会
が得られるようにす
る。

学校法人エー
ル学園、（特
活）地域財
オークション会
議

アジアで活躍する
留学生起業家の
育成支援プロジェ
クト

0530370

学業が修
了した外
国人留学
生が日本
で起業す
る際の在
留資格の
取得要件
緩和

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令の表
の「投資・経営」の
項

「投資・経営」の
在留資格につい
ては，経営を行う
外国人につい
て，投資の規模
として，「２人以上
の本邦に居住す
る者で常勤の職
員が従事して営
まれる規模のも
のであること」が
要件とされてい
る。また，事業の
管理を行う外国
人については，
事業の経営又は
管理について３
年以上の経験
（大学院において
経営又は管理に
係る科目を専攻
した期間を含
む。）要件が課さ
れている。

Ｃ Ⅲ

「人文知識・国際業務」，「技術」
の在留資格は，目的・対象が全く
異なり，企業準備のための在留
資格とすることは認められない。

「投資・経営」の在留資格要
件である２名以上の常勤雇
用と５００万円以上の投資に
つき、なぜそのような基準に
なっているのか、その根拠及
び考え方を示されたい。ま
た、５００万円以上の投資要
件については制度の現状欄
に記載がないが、何により規
定されているのか、併せて示
されたい。また、ファンド投資
金額を５００万円に含めるこ
とは可能か。含めることがで
きないのであればその理由
について併せて示されたい。
加えて、右の提案主体の意
見について、回答されたい。

この提案は、「投資・経営」の在留資格についての必要要件の緩和を要請するも
のであり、目的としては外国人の日本でのスモールビジネスからの起業を奨励す
るものである。具体的には、日本での1円起業のように、初期投資の規模および
事業経験等を問わないわないかたちでの会社設立およびその要件での在留資
格が検討できないかという趣旨の提案である。例として、「人文知識・国際業務」，
「技術」の在留資格での拡大解釈を提案したものであるが、これが適さないようで
あれば、本提案の趣旨をご勘案いただき、会社設立の必要要件を緩和した在留
資格の代替案を提示していただけないだろうか。

500万円の基準が設
定された背景・要因
について説明された
い。また、日米通商
航海条約における５
００万円の規定が中
国などの他の諸外
国にまで波及する理
由を明らかにし、右
の提案主体の意見
を踏まえ、再度回答
されたい。

この提案は、外国人留学生の日本での起業を奨
励し、より低いハードルでの起業が可能となるよ
うな特例措置を要望するものである。
日本においては、最低資本金規制特例制度の施
行、そして恒久的な廃止という流れの中で、この
特例を利用した起業が2万社を超えたという経済
産業省の報告がある。こうした経済動向にあっ
て、外国人の「投資・経営」在留資格のみが旧態
依然として500万円以上の投資額を必須とすると
いう条件は、昨今の多様性のある会社形態と照
らし合わせてもほとんど根拠がなく、政府の方針
としても著しく整合性を欠くものといわざるを得な
い。
これに関して、既存の「投資・経営」在留資格につ
いての要件緩和が困難であるということなら、より
現実に即した在留資格を新設する等の代替案を
示していただけないものか。例えば、「起業」とい
う滞在資格を新設し、日本の最低資本金規制の
特例と同等の要件で、外国人留学生においても
会社の設立が可能となるような要件に緩和する。
どうしても500万円にこだわるのであれば、これを
5年という猶予期間で達成する、というのはいか
がか。
本提案の趣旨を理解され、実現可能な具体策を
示していただきたい。

Ｃ Ⅲ

・５００万円は、相互に有益な投資を促進すると
の精神の下に締結された日米通商航海条約第
一条の「相当な額」を運用するものであり、投下
した資本を維持発展させるため、投資者が自ら
来日し又は経営者を派遣するために必要な金額
として考えられている。
・同条約は最恵国待遇の原則を基礎として締結
されているところ、投資額の要件を緩和すること
は、米国において投資活動を行う本邦の企業に
不利益をもたらすだけでなく、中国に対して緩和
措置を執ることにより米国等からも同等の措置
が求められることが想定されるが、あくまでも条
約の交渉は政府全体としての総合的な判断によ
り行われることが必要である。

1281 12811020

　学業が修了した外国人
留学生が日本で起業する
際、一定の条件下におい
て在留資格の取得要件を
緩和し、スモールビジネ
スからのスタートを可能
とする。

　外国人留学生の日本
での起業を奨励するた
めに、一定の条件下に
おいて、在留資格の取
得要件を緩和する。具
体的には、「人文知
識・国際業務」または
「技術」の在留資格を
スモールビジネスから
の起業を促進するもの
として再定義し、これ
に関しては現状、「投
資・経営」在留資格に
あるような500万円以
上の投資額といった要
件の達成に猶予期間を
与える。

学校法人エー
ル学園、（特
活）地域財
オークション会
議

アジアで活躍する
留学生起業家の
育成支援プロジェ
クト

0530380

外国人留
学生が在
留期間中
に会社を
設立する
際の「留
学」在留
資格の保
持

出入国管理及び難
民認定法別表１の
４

在留資格「留
学」として在留
する外国人が
収入を伴う事業
の運営する活
動又は報酬を
得る活動を行う
場合は，資格
外活動許可が
必要。同許可を
得た場合は，
「資格外活動許
可書」に記載さ
れた「新たに許
可された活動
の内容」の範囲
内で行うことが
可能。

Ｃ Ⅲ

「留学」の活動の遂行を阻害しな
い範囲内で当該活動に属しない
収入を伴う事業を運営する活動を
行う場合は，現行の規定に基づ
き，相当と認められるときは，資
格外活動許可を受けることが可
能である。

貴省回答にある「『留学』の
活動の遂行を阻害しない範
囲」及び「相当と認められる
とき」とはそれぞれどういう状
況であればこれに該当する
のか、回答されたい。
また、右の提案主体の意見
について、回答されたい。

会社の設立如何は、留学生の資格外活動許可の要件ではないという認識でよい
か。
また、「現行の規定に基づき、相当と認められる」のは、収入の額の問題ではな
く、あくまで資格外活動（事業運営）に係る物理的時間の問題であるという認識で
よいか。すなわち、「日本に在留する外国人留学生が行う週28時間を超えるイン
ターシップの活動（週40時間の有償のインターンシップ活動）も、個別の資格外活
動許可を取得することで対応が可能」という認識でよいか。

・「相当と認められる」かどうかは，申請人が現に許
可されている本来の活動内容と新たに許可を受け
ようとする活動内容とを総合的に勘案して判断して
おり，単に物理的な時間の問題だけで決定されるわ
けではなく，収入額の多少は判断の一要素に過ぎ
ない。
・留学生については，夏季休暇期間等長期休暇中
に限り，週４０時間までの資格外活動許可を認めて
いる例がある。
・ただし，我が国に勉学を目的として入国している留
学生が在学中に会社の設立を行うということは，そ
もそも在留資格「留学」への該当性が失われている
可能性があるという懸念がある。

右の提案主体の意
見を踏まえ、再度回
答されたい。

大学や専門学校においては、「起業家養成学科」
という学科・コースを備えるところが増えており、
もちろん留学生もその対象であり、起業家として
必要な知識の習得とスキルアップがここではまさ
に勉学の目的となっている。また、文部科学省、
厚生労働省が提唱する「日本版デュアルシステ
ム」においては、教室での講義に加え、有償・無
償のインターンシップによる職場実習を有効な学
習カリキュラムとして組み入れるよう奨励されて
いる。
この提案では、上述の「日本版デュアルシステ
ム」の趣旨に沿ったカリキュラム編成の中で、勉
学の目的に適合した「週28時間を超える有償イン
ターンシップ」、さらにその延長線上の教育実践と
して「在学中に会社設立を行う」ケースを想定した
ものである。この場合、在留資格「留学」の要件と
して「週40時間の有償インターンシップ」および
「在学中の会社設立」は、当然認められる範囲で
あることを確認するものである。
「可能性」や「懸念」では判断ができないので、こ
れに関しての明確な回答をいただきたい。

Ｃ Ⅲ

・在留資格に係る活動内容については、入管法
に規定する在留資格に応じて決定されるもので
あり、「日本版デュアルシステム」等における「在
学中に会社設立を行う」カリキュラムに参加する
こと等により、在留資格「留学」において会社設
立等の活動が認められるものではない。
・そもそも留学生については、我が国における勉
学を目的としている者であるところ、例外的に「留
学」の活動を阻害しない範囲内で資格外活動を
認めているものであり、事業の経営を行う活動又
は事業の管理に従事する活動を行う場合には、
「投資・経営」の在留資格の申請を行う必要があ
る。

1281 12811030

　外国人留学生が在留期
間中に会社を設立する
際、一定の報酬が発生し
た場合にも在学中は在留
資格の変更をすることな
く在留可能とする。

　起業家育成の学科を
専攻する外国人留学生
が、在留期間中に会社
を設立する場合、原則
として在留資格の変更
が必要とされるが、こ
れについて個別の資格
外活動許可を取得する
ことで、報酬が生じて
も「留学」の在留資格
を保持できるものとす
る。

学校法人エー
ル学園、（特
活）地域財
オークション会
議

アジアで活躍する
留学生起業家の
育成支援プロジェ
クト

･在留資格「投資・経営」に係る「２人以上の常勤職
員が従事して営まれる規模」の要件は，規模の要件
であり，本邦に居住する２人以上の常勤職員が従事
して営まれる「規模」が確保されていれば，必ずしも
２人以上の常勤職員を雇用することが適合要件とな
るものではない。そこで，その「規模」を具体的に数
値としたのが投資額５００万円の要件であり，在留
資格「投資・経営」のガイドラインとして通達により措
置している。
・規模の要件は，基準であるとともに「投資・経営」の
在留資格に該当するためにも必要であり，日米通商
航海条約の定める「相当額の投資」に由来するもの
である。従って，当該要件を緩和する場合には，平
等の観点から我が国だけが行うことは適当でない。
・また，実務要件は，管理者については，専門的技
術，知識を要する業務に従事する外国人を受入れ
るとの外国人労働者に関する政府方針に基づき，
そのような活動を行うことができる能力を有すること
につき実務経験により担保しているものであり，他
の在留資格における実務要件が１０年以上であるこ
とと比すれば，相当であると考える。
  以上のことから，当該要件を緩和することはできな
い。なお，当該５００万円については，一旦投資され
た後，回収されずに継続的に投資されていればよい
こととしている。ファンド投資については，出資者の
意思ではなくファンド（運用者）の意思により投資さ
れているもの（間接投資）であることから，実質的に
当該外国人が出資しているとはいえず，認められな
いと考える。



 05 法務省（再々検討要請の回答）

管理コー
ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 補足資料

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
プロジェクトの

名称

0530390

大学に在
学する留
学生がア
ルバイトに
従事する
時の資格
外活動許
可時間の
規制緩和

出入国管理及び難
民認定法第１９条

留学生に対して
は，一般的に，
申請があった
場合に，週２８
時間を超えない
範囲内で，資格
外活動に係る
包括許可を与
えている。

Ｄ
－
１
－

留学生に対する包括的資格外活
動許可の要件をこれ以上緩和す
ることは，留学生が事実上労働者
となることを認めるものであり，外
国人労働者の受入れ政策に適合
しない。
雇用先，就労時間及び就労内容
等を明らかにして個別の申請を
行った場合には，その活動内容を
審査した上で問題がなければ，本
来の活動を阻害しない範囲内で
週２８時間を超える資格外活動を
認られる場合がある。

貴省回答にある「活動内容を
審査した上で問題がなけれ
ば」とあるが、どういう基準を
満たせばどういう条件の下、
週２８時間を超える資格外活
動が認められるのか、審査
基準を示されたい。

Ｄ－１ -

・「相当と認められる」かどうかは，申請人が現に許
可されている本来の活動内容と新たに許可を受け
ようとする活動内容とを総合的に勘案して判断して
おり，単に物理的な時間の問題だけで決定されるわ
けではなく，収入額の多少は判断の一要素に過ぎ
ない。
・留学生については，夏季休暇期間等長期休暇中
に限り，週４０時間までの資格外活動許可を認めて
いる例がある。

「総合的に勘案して
判断」とあるが、具
体的な審査基準を
明らかにされたい。

Ｄ－
１

－

・留学生の資格外活動の許可に係る審査に当
たっては、「再検討要請に対する回答」にも記載
しているとおり、申請に係る活動に従事すること
により現に有する在留資格に係る活動が妨げら
れないこと等につき総合的に判断を行っているも
のであり、具体的な申請ついては地方入国管理
局に相談されたい。

1302 13021010

大学学部に在籍する外国
人留学生の資格外活動
（アルバイトに従事する場
合）は、現在１週間２８時間
以内（当該学校の長期休
業期間中は１日８時間以
内）で認められているが、
この規制を１週間３５時間
以内に延長する。

静岡県三島市
観光振興による
地域活性化留学
生活用特区

２１世紀は観光が日本の
リーディング産業の時代に
なると言われており、県内
では静岡空港の開港が間
近に迫っており、今後アジ
ア圏の住民を中心に富士
山を身近に持つ当地域へ
の外国旅行者の増加が予
測される。（資料１・２）当
市は、富士、箱根、伊豆の
玄関口に位置しており、地
の利に対して地域独自の
歴史・文化・芸術・観光・温
泉・物産・イベント等の情
報を発信し、双方向性を
生かしたきめ細かい情報
提供、予約、物産販売等
の仕組みづくりが求めら
れている。今後、富士・箱
根・伊豆地域の観光国際
化を推進し、外国人観光
客の受け入れ体制の充実
を図るとともに、国民ニー
ズ、旅行形態の多様化に
対応するため、三島駅北
口に建設予定の日本大学
複合型ビルの中に静岡県
東部地域の観光拠点とな
る総合案内所を包括した
観光インフォメーションセ
ンターを設置する。今後日
本大学国際関係学部との
連携により、英語・中国
語・韓国語・ドイツ語・スペ
イン語等の圏域（資料３・
４）からの旅行者への言語
を含む窓口配置（コールセ
ンター）やトラブル、救急
医療や相談対応、各国の
風俗・食習慣・宗教等の紹
介と留意点等のガイドを
行う。日本大学には、約１
００人を超える留学生がお
り、富士、箱根、伊豆の観
光地、観光施設とコール
センターをつなぐことで早
朝、夜間の時間帯を学生
が対応するようシステム化
を図る。このため、早朝２
時間、夜間の５時間、週５
日制として外国人留学生
の就業時間を２８時間を３
５時間に延長するため提
案する。本来学生は勉学
が本分であるので、拘束
時間中であっても、照会、
相談がなければ勉学、読
書も可能となる。


